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第１章 計画策定にあたって 

第１節 計画策定の趣旨 

介護保険制度は、高齢化の急速な進展による介護ニーズの増大に対応するため、介

護を社会全体で支えることを目的に平成 12 年に創設され、20 年が経過しました。 

この間、介護保険制度は、要介護認定の仕組みや新たなサービスを追加するなどの

制度の見直しを図りながら、介護が必要な高齢者の生活の支えとして定着し、利用者

も増加しています。 

我が国の高齢者人口は、内閣府の「令和元年版高齢社会白書」によると、団塊の世

代が 75 歳以上となる令和７（2025）年に 3,677 万人に達し、令和 24（2042）年に 3,935

万人でピークを迎えることが推計されています。一方、本町の高齢者人口は、平成 30

年にピークを迎え、その後は令和 12 年までほぼ横ばいの推計となっています。本町

の高齢化率は令和２年３月末時点で 39.3％であり、団塊ジュニアが後期高齢者とな

る令和 22（2040）年には 42.5％まで上昇すると見込まれます。その他にも単身高齢

者や認知症の高齢者の増加が見込まれるなど、介護サービスの需要がさらに増加、多

様化されることが想定されます。 

本町では、平成 12 年の介護保険制度の開始以降、介護保険法の規定により３年ご

とに高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を策定しており、これまで「高齢者が住み

慣れた町で自分らしい生活を続けることができる町」を目指して、「高齢者一人一人

のニーズに対して手が届く町づくり」を進めてきました。 

本計画は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにすることを目的と

し、これまでの取り組みを継承しつつ、令和７（2025）年に向けて、さらにはその先

の令和 22（2040）年を見据えて、国の介護保険事業に係る基本指針等を踏まえなが

ら、高齢者を地域全体で支え合う仕組みづくりを推進するため、本町における高齢者

施策の基本的な考え方や目指すべき取り組みを総合的に整え、介護保険制度の安定

的な運営と、さらなる地域包括ケアシステムの深化・推進等を念頭におき策定するも

のです。 

また、この計画は第６期陸別町総合計画において掲げる基本目標「支え合いで心と

身体の幸せをつくるまち」の実現に向けて、高齢者福祉部門からアプローチするもの

でもあります。 
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第２節 計画の位置づけ 

本計画は、老人福祉法第 20 条の８に基づく「市町村老人福祉計画」及び介護保険

法第 117 条に基づく「市町村介護保険事業計画」を一体的に策定したものであり、本

町における高齢者保健福祉施策の総合的指針として位置づけられるものです。 

また、上位計画の「陸別町総合計画」及び他の福祉計画と整合を図り策定していま

す。さらに、国の｢基本指針｣や｢北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画｣、

｢北海道医療計画｣等の関連する計画との整合性も必要に応じて図っています。 

■本計画の位置づけ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 計画の期間 

「介護保険事業計画」は３年ごとに見直しを行うこととなっています。したがっ

て、今回策定する「第８期介護保険事業計画」の期間は令和３（2021）年度から令和

５（2023）年度とします。 

また、「高齢者福祉計画」も「介護保険事業計画」と一体的に策定することとされ

ていることから、同３年間を計画期間と定めます。 

なお、計画の策定にあたっては、団塊の世代が 75 歳以上となる令和７（2025）年

に向けて、さらにはその先の団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22（2040）年

を見据え、中長期的な視点から施策の展開を図ることとしています。 

陸別町総合計画 

第
２
期
保
健
事
業
実
施
計
画 

そ
の
他
関
連
計
画 

□ 高齢者福祉計画 
（老人保健法） 

□ 第８期介護保険事業計画 
（介護保険法） 

 

整合 

■ 第１期陸別町障がい者基本計画 

（障害者計画） 

■ 第６期陸別町障がい福祉計画 
・第２期陸別町障がい児福祉計画 

（障害福祉計画・障害児福祉計画） 

■ 第２期陸別町子ども・子育て支援 
事業計画 

（次世代育成支援行動計画） 
（子ども・子育て支援事業計画） 

■北海道高齢者保健福祉計画 
・介護保険事業支援計画 
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■計画の期間■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 計画の策定体制 

１ 地域包括ケアシステム推進会議 

地域課題の把握・共有や、介護保険及び保健・医療・福祉に係るそれぞれの立場か

らの意見を反映させるため、地域包括ケアシステム推進会議において検討・協議を行

いました。また、各サービス提供事業所に対し書面調査とヒアリングを行い、事業所

を運営する中で見た現状と課題を整理しました。 

 

２ 陸別町保健・医療・福祉サービス検討委員会 

サ―ビス提供者や地域相談員、一般公募の町民等で構成される陸別町保健・医療・

福祉サービス検討委員会において検討・協議を行いました。 

 

３ 町民による参加 

介護保険及び保健・医療・福祉サービスを利用している要介護者等をはじめ、被保

険者である町民の意見を反映させるため、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」、

「在宅介護実態調査」を実施しました。また、パブリックコメント1による町民の意

見聴取を行いました。 

■パブリックコメントの実施概要■ 

意見募集期間 ：令和２年 12 月 25 日～令和３年１月 24 日まで 

閲覧方法 ：陸別町保健福祉センター窓口及び陸別町ホームページ 

募集結果 ：意見なし 

 

４ 国や道、市町村相互間の調整 

本計画は、「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な

指針」を踏まえるとともに、北海道等と調整した上で策定しました。 

                                                   
1 公的な機関が、制度等を制定する際に広く公に意見、情報、改善案を求める手続きのこと。 

第８期計画 

（令和３～５年度） 

第７期計画 
（平成 30～令和２年度） 

第９期計画 
（令和６～８年度） 

第６期計画 
（平成 27～29 年度） 

令和７（2025）年、令和 22（2040）年を見据えた中長期的見通し 
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第５節 計画策定にあたっての基本的な視点 

介護保険制度は３年ごとに大きな見直しが行われています。第６期計画以降の市

町村介護保険事業計画は「地域包括ケア計画」として位置づけられるものであり、団

塊の世代の高齢者が 75 歳以上となる令和７（2025）年に向けて、「医療」「介護」「住

まい」「生活支援」「介護予防」を柱として高齢者の生活を支援していく「地域包括ケ

アシステム」の段階的な構築に取り組むこととなっています。 

■地域包括ケアシステムの姿■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８期計画となる本計画では、「地域共生社会」の実現を図るため、地域住民の複

雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する

観点から、次のような取り組みが実施されることとされています。 

 

１ 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援 

高齢者人口の増加や核家族化の進行に伴い、高齢者のみの世帯・高齢夫婦世帯など

も増加しているほか、プライバシー意識の高まりなども影響し、地域のつながりが希

薄化する傾向が続いています。こうした社会情勢の変化は、生活課題の複雑化・複合

化を招いており、「8050 問題」や「親亡き後」など既存の制度では十分にカバーでき

ない課題への対応も求められるようになっています。また、晩婚化・晩産化等により、

介護と育児の「ダブルケア」状態となっているケースもあり、従来の制度の枠を超え

た包括的な支援体制の構築が求められています。 

住まい 

生活支援 
介護予防 

医療 介護 
介護ケア・サービス 

の提供 
介護予防 

医療ケア・サービス 
の提供 
介護予防 

活動の場の提供 

通院・入院 通所・入所 

町内会やボランティア
への参加 

地域包括支援センター 
ケアマネジャー 
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２ 地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 

令和７（2025）年及び令和 22（2040）年を見据え、介護サービスのさらなる増加

と多様化、保険者ごとの介護ニーズの差の拡大に備えた対応が求められています。介

護サービス提供体制の整備等については、地域の特性に応じたさらなる取り組みの

推進が求められます。 

厚生労働省では、「認知症施策の総合的な推進」として、認知症施策の地域社会に

おける総合的な推進に向けた国及び地方公共団体の努力義務を規定したほか、「地域

支援事業におけるデータ活用」、「介護サービス提供体制の整備」を提起しています。

特に、認知症施策については、令和７（2025）年までに本人・家族のニーズと認知症

サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組み（チームオレンジなど）を整備した市町

村数 100％を目指すこととしています。 

 

３ 医療・介護のデータ基盤の整備の推進 

地域の医療・介護の状況を正確に把握し、医療・介護分野の調査分析、研究を促進

することは、地域に応じた質の高いサービス提供体制の構築に資するものです。令和

元年５月成立の健康保険法等の一部改正法によって、医療保険レセプト情報等のデ

ータベース（NDB）と介護保険レセプト情報等のデータベース（介護 DB）等の連

結・解析が法定化されており、医療・介護分野データの有益な解析等が期待されてい

ます。 

厚生労働省では「介護分野のデータ活用の環境整備」や「医療・介護分野のデータ

の名寄せ・連結制度の向上等」を提起しています。 

 

４ 介護人材確保及び業務効率化の取り組みの強化 

現在の介護分野における人材不足は深刻であり、また、令和７（2025）年以降、担

い手となる現役世代の減少が顕著となる中で、地域の高齢者介護を支える人的基盤

の確保を図るため、介護人材の確保や介護業務の効率化に係る取り組みを強化して

いくこととしています。 

 

５ 社会福祉連携推進法人制度の創設 

人口動態の変化や福祉ニーズの複雑化・複合化の中で、社会福祉法人は、社会福祉

法人の経営基盤の強化を図るとともに、こうした福祉ニーズに対応することが求め

られています。このため、社会福祉法人間の連携方策として、「社会福祉協議会や法

人間の緩やかな連携」、「合併、事業譲渡」、「社会福祉法人の新設」に加え、新たな選

択肢の１つとして、社会福祉法人を中核とする非営利連携法人である「社会福祉連携

推進法人」を創設することとしています。 
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第２章 陸別町の高齢者を取り巻く状況と課題 

第１節 高齢者の現状 

１ 人口構成の推移 

（１）人口と高齢化率の推移 

本町の総人口は減少傾向が続いており、令和２年には 2,334 人となっています。特

に生産年齢人口の減少が大きく、平成 28 年からの変化を見ると、150 人程度の減少

となっています。高齢者人口は 900 人強で推移しており、高止まり傾向を示してい

ます。 

年齢３区分別の人口構成比を見ると、高齢者人口比率（高齢化率）は上昇傾向が続

いており、令和２年では 39.3％となっています。 

■年齢３区分別人口の推移■ 

単位：人、％ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳人口（外国人人口を含む。）（各年３月 31 日時点） 

■年齢３区分別人口構成比の推移■ 

単位：％ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳人口（外国人人口を含む。）（各年３月 31 日時点） 

※端数処理のため、年齢３区分別人口構成比の和は必ずしも 100.0％にならない。 
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（２）高齢者人口の推計 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、今後も人口減少は進行し、2045 年

には 1,275 人となることが見込まれています。 

高齢者人口も減少していくことが見込まれていますが、生産年齢人口と年少人口

の減少も継続していくため、高齢化率は 42.7％まで上昇していくことが見込まれて

います。 

■陸別町の推計人口■ 

単位：人、％ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」 

 

■陸別町の年齢３区分別人口構成比の推計■ 

単位：％ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」 

※端数処理のため、年齢３区分別人口構成比の和は必ずしも 100.0％にならない。 
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２ 世帯構成の変化 

（１）世帯数の推移 

国勢調査によると、本町の一般世帯数は人口減少に伴って減少傾向にあります。 

一方で、高齢者単身世帯はやや増加傾向がうかがえる結果となっており、平成 27

年には 178 世帯で一般世帯数に占める割合は 15.9％となっています。 

また、高齢夫婦世帯も 200 世帯程度で推移しており、平成 27 年には 17.7％となっ

ています。高齢者単身世帯、高齢夫婦世帯を合わせると 33.6％と、３世帯に１世帯以

上が高齢者単身世帯もしくは高齢夫婦世帯であることがわかります。 

■一般世帯数と高齢者のいる世帯数の推移■ 

単位：世帯 

 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

一般世帯数（Ａ） 1,285 1,239 1,108 1,120 

 高齢者単身世帯（Ｂ） 147 163 152 178 

 比率（Ｂ／Ａ） 11.4％ 13.2％ 13.7％ 15.9％ 

 高齢夫婦世帯（Ｃ） 206 232 235 198 

 比率（Ｃ／Ａ） 16.0％ 18.7％ 21.2％ 17.7％ 

資料：総務省「国勢調査」 

※「一般世帯（Ａ）」には施設の入所者や病院等の入院者等は含まれない。 

※「高齢夫婦世帯」とは、夫 65 歳以上妻 60 歳以上の１組の一般世帯をいう。 

■一般世帯数と高齢者のいる世帯数の推移■ 

単位：世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：総務省「国勢調査」 
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３ 高齢者の就労状況の推移 

（１）高齢者の就労状況 

高齢者の就労状況を見ると、労働者人口は平成 17年以降増加傾向が続いています。

特に「家事のほか仕事」を見ると、平成 12 年には 48 人でしたが平成 27 年には 63 人

となっており、大きく増加しています。 

仕事をした人（「主に仕事」、「家事のほか仕事」、「通学のかたわら仕事」の合計）

の高齢者人口に対する割合を見ると、平成 22 年にかけて低下していましたが、平成

27 年には 23.6％と大きく増加しています。４人に１人程度の高齢者が何らかの仕事

をしていることがうかがえる結果となっています。 

■高齢者の就労状況■ 

単位：人 

 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

高齢者人口 922 972 960 923 

労働力人口 240 216 202 225 

 就業者 238 213 193 222 

  主に仕事※１ 183 161 135 155 

  家事のほか仕事 48 49 53 63 

  通学のかたわら仕事 0 0 0 0 

  休業者※2 7 3 5 4 

 完全失業者※2 2 3 9 3 

非労働力人口 656 756 757 693 

資料：総務省「国勢調査」 

※１「主に仕事」とは、「主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた場合」をいう。 

※２「休業者」とは、「仕事を休んでいた者」をいう。「完全失業者」とは、「仕事を探していた者」を

いう。 

（注）不詳は掲載していないため労働力人口と非労働力人口の和は必ずしも高齢者人口に一致しな

い。 

■高齢者の就労状況の推移■ 

単位：人、％ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：総務省「国勢調査」 

922
972 960 923

231 210 188 218

25.1
21.6

19.6

23.6

0.0

12.0

24.0

36.0

0

400

800

1,200

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

高齢者人口

仕事をした人

仕事をした人の割合



10 

４ 平均寿命と健康寿命 

（１）平均寿命と健康寿命の変化 

医療技術の向上や衛生環境の改善により、日本人の平均寿命は年々過去最高を更

新し、世界的にも長寿の国の１つとなっています。平成 13 年から平成 28 年の平均

寿命の推移を見ると、男性では 2.91 年、女性では 2.21 年の上昇が見られます。同期

間の健康寿命（日常生活に制限のない期間）の推移を見ると、男性では 2.74 年、女

性では 2.14 年の上昇が見られます。 

介護を必要とする期間（平均寿命と健康寿命の差）は、男性では約９年、女性では

約 12 年となっています。 

■平均寿命と健康寿命の変化（男性）■ 

単位：年 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

資料：内閣府「令和元年度版高齢社会白書」 

■平均寿命と健康寿命の変化（女性）■ 

単位：年 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：内閣府「令和元年度版高齢社会白書」 
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第２節 介護保険給付等の状況 

１ 要支援・要介護認定者数と認定率の推移 

本町における要支援・要介護認定者数は、平成 30 年３月末以降は 160 人前後で推

移しており、高止まり傾向を示しています。平成 30 年３月以降、要介護３は減少傾

向が見られるものの、要支援２が増加傾向にあります。 

認定率で見ると、平成 27 年３月末以降は 18％前後で推移しています。平成 30 年

３月末以降は全国と同水準で推移しており、北海道よりも若干低い値となっていま

す。 

■要支援・要介護認定者数の推移■ 

単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」（平成 24 年度～平成 30 年度）、 

厚生労働省「介護保険事業状況報告（３月月報）」（令和元年度） 

■認定率の推移■ 

単位：％ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」（平成 23 年度～平成 29 年度）、 

厚生労働省「介護保険事業状況報告（３月月報）」（令和元年度） 

14.9 

15.4 

18.4 
18.7 

19.1 18.1 

17.9 

18.4 

18.6 
19.0 

19.3 19.4 19.5 19.5 
19.8 

20.0 

17.6 
17.8 17.9 17.9 18.0 18.0 

18.3 
18.5 

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

平成25年

3月末

平成26年

3月末

平成27年

3月末

平成28年

3月末

平成29年

3月末

平成30年

3月末

令和元年

3月末

令和2年

3月末時点

陸別町

北海道

全国

25 22 21 18 23 21 18 23 

5 7 13 26 22 
8 14 

16 

34 42 
48 33 35 

42 43 
44 

22 
26 

25 30 25 
23 20 

22 19 
17 

23 24 28 
28 25 

18 14 
18 

23 23 20 

16 17 16 19 
11 

18 16 18 

23 22 22 138 
143 

171 170 171 
161 159 161 

0

50

100

150

200

平成25年

3月末

平成26年

3月末

平成27年

3月末

平成28年

3月末

平成29年

3月末

平成30年

3月末

令和元年

3月末

令和2年

3月末時点

認定者数

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１



12 

 

令和２年における要支援・要介護度別の構成割合を見ると、本町は要支援１と要介

護２はともに 14％台となっており、全国よりも高くなっています。比率全体で見る

と、北海道の値に近い値となっており、今後も認定率を上昇させないよう介護予防及

び健康づくり施策の推進・充実を図っていく必要があります。 

■要支援・要介護度別構成割合の比較■ 

単位：％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：厚生労働省「介護保険事業報告（月報）」（令和２年） 
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２ 介護保険給付等の推移 

（１）介護保険サービス利用者（受給者）数の状況 

介護保険サービス受給者数（平均）の推移を見ると、施設受給者数の平均は横ばい

となっているのに対し、居住系受給者数、在宅受給者数の平均は減少傾向が続いてい

ます。 

割合で見ると、施設サービス受給者の占める割合が年々高くなっており、施設サー

ビスへの依存度が高くなっている傾向がうかがえます。 

■介護保険サービス受給者数（平均）の推移■ 

単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」より算出（12 か月の平均値）。 

■介護保険サービス利用者（受給者）割合の推移■ 

単位：％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」より算出（12 か月の平均値）。 
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２．介護費用額と受給者１人当たり給付費の状況 

本町の介護費用額を見ると、在宅サービスは横ばいで推移しているのに対し、施設

サービスは増加傾向がうかがえます。その合計は令和元年度において２億 6,000 万円

程度と平成 24 年度と比較すると約 1.2 倍となっています。 

■介護費用額の推移■ 

単位：百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」 

（注）端数処理により、在宅サービス費用額と居住系サービス費用額、施設サービス費用額の和が合

計と一致しない場合がある。 

 

在宅及び居住系サービスの受給者１人当たり給付月額を要介護度別に見ると、北

海道と全国と比較した場合、要介護１、要介護２では大きく上回っていますが、その

他は同水準もしくは大きく下回る結果となっています。 

■在宅及び居住系サービスの受給者１人当たり給付月額（要介護度別）の比較■ 

単位：円 

 
受給者１人当たり給付月額 比較 

陸別町 北海道 全国 対北海道 対全国 

要支援１ 1,279 1,810 1,692 ▲531 ▲413 

要支援２ 1,624 3,343 3,607 ▲1,719 ▲1,983 

要介護１ 72,034 30,703 26,296 41,331 45,738 

要介護２ 38,654 30,446 31,174 8,208 7,480 

要介護３ 25,494 22,592 27,564 2,902 ▲2,070 

要介護４ 8,374 17,979 22,371 ▲9,605 ▲13,997 

要介護５ 9,044 13,527 16,840 ▲4,483 ▲7,796 

合計 156,503 120,400 129,544 36,103 26,959 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」 
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第３節 第７期計画期間における取り組みと今後の課題 

第７期計画では、以下に掲げる４つの基本目標を掲げ、各事業を推進してきまし

た。 

■第７期計画における基本目標■ 

 

 

 

 

 

 

 

第７期計画期間における主な取り組みと課題は以下のとおりです。 

（１）介護予防・重度化防止の強化 

 足寄町国保病院の協力により、平成 30 年度から病院勤務の理学療法士を招聘し、リハ

ビリテーション専門職の視点を取り入れながら介護予防や重度化防止の取り組みを進

めました。 

 

（２）医療・介護連携の推進 

 高齢者サービス調整会議を定例で開催し、地域で生じている課題や出席者それぞれの

背景等を共有し、関係者間で顔が見える関係性を構築しています。また、特別養護老

人ホームしらかば苑での看取り介護など、終末期における支援についても実績を伸ば

しています。 

 

（３）生活支援コーディネーターの配置 

 高齢者の生活ニーズを把握するための基盤として、生活支援コーディネーターを社会

福祉協議会に配置しました。地域包括支援センターと定例で地域課題の協議を行って

います。 

 

（４）認知症対策の強化 

 認知症ケアパスの作成、認知症カフェの開催など、一部の事業は実施できていますが、

認知症初期段階での関与や支援体制の構築には課題が残されており、今後も検討して

いく必要があります。 

 

（５）高齢者の権利擁護体制の確立 

 平成 28 年度より社会福祉協議会に後見実施機関を委託しています。市民後見人養成

講座の実施により、後見支援員による活動の基盤が整備されています。 

１．医療・介護・福祉が連携し、住み慣れた環境で暮らし続けることが 
できる町づくり（＝地域包括ケアシステムの体制整備） 

２．日々の生活に楽しみが持て、つながりや支え合いを大切にできる 
地域づくり 

３．介護の重症化の予防、介護予防と健康づくり、自立支援の推進 

４．高齢者の尊厳や権利擁護を大切にした地域づくり 
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第４節 アンケート調査から見た陸別町の現状 

１ 調査の概要 

陸別町高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の策定に向け、高齢者の方などの

生活の状況や生活支援サービスの必要性等を把握するための基礎資料とするため各

種アンケート調査を行いました。 

 

（１）調査の実施概要 

調査の実施概要は以下に示すとおりです。 

■調査の実施概要■ 

調査種別 対象者 配布数 調査方法 調査期間 

（１）介護予防・日常生活

圏域ニーズ調査 

町内在住の 65 歳以上で、 

要介護認定（要支援認定 

及び事業対象者を除く） 

を受けていない方 

742 票 郵送法 
令和２年

７月 

（２）在宅介護実態調査 

要介護認定を受けている 

陸別町民（施設居住者を 

除く）とその家族 

43 票 郵送法 
令和２年

７月 

 

（２）アンケートの回収実績 

アンケートの回収実績は以下に示すとおりです。 

■回収実績■ 

調査種別 配布数 有効回収数 有効回収率 

（１）介護予防・日常生活

圏域ニーズ調査 
742 票 490 票 66.0％ 

（２）在宅介護実態調査 43 票 26 票 60.5％ 
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２ 調査結果の概要（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

（１）対象者の属性 

対象者の属性は以下のとおりです。 

■年齢■ 

 

 

 

 

 
 

■年齢■ 

 

 

 

 

 
 

■性別■ 

 

 

 

 

 

■要介護度■ 

 

 

 

 

 
  

■居住区域■ 

 

 

 

79.8 12.9

3.1 4.3

あて名の本人 家族 その他 無回答

ｎ

490

（％）

全体

20.2 25.7 20.2 19.8 9.2

4.9 0.0

65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上 無回答

ｎ

490

（％）

全体

43.9 56.1

0.0

男性 女性 無回答

ｎ

490

（％）

全体

2.7 1.2 0.8

95.3

0.0

要支援１ 要支援２ 事業対象者 認定は受けていない無回答

ｎ

490

（％）

全体

83.1 16.9

0.0

市街地 そのほか 無回答

ｎ

490

（％）

全体
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（２）健康状態 

現在の健康状態に対して「あまりよくない」または「よくない」と答えた回答者は

合わせて全体の 19.3％となっており、比較的元気な人であっても、約５人に１人が健

康状態に不安を感じていることがうかがえます。 

現在治療中または後遺症のある病気については、「高血圧」が他を大きく引き離し

て最も多くなっています。 

■現在の健康状態■ 

 

 

 

 

 

■現在治療中または後遺症のある病気（複数回答）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8 67.3 16.9

2.4 1.4

20.2 63.6 13.1

2.0 1.0

11.9 73.8 11.9

0.8 1.6

12.1 66.7 19.2

2.0 0.0

8.2 67.0 19.6

4.1 1.0

4.3

62.3 24.6

4.3 4.3

13.0 65.6 18.1

2.8 0.5

10.9 68.7 16.0

2.2 2.2

4.3

43.5 43.5

0.0

8.7

12.2 68.5 15.6

2.6 1.1

10.3 68.8 17.0

2.5 1.5

19.3 60.2 16.9

2.4 1.2

とてもよい まあよい あまりよくない よくない 無回答

ｎ

490

99

126

99

97

69

215

275

23

467

407

83

年
齢

性
別

介
護
度

区
域

全体

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85歳以上

男性

女性

要支援認定者等

認定は受けていない

市街地

そのほか

（％）

45.5
19.0

16.3
15.7

11.4
10.4

9.4
8.8

7.3
6.3

4.7
4.5

3.9
3.1

1.2
0.6
0.4
0.0

8.0
7.6

0 10 20 30 40 50

高血圧

目の病気

心臓病

糖尿病

高脂血症

ない

筋骨格の病気

腎臓・前立腺の病気

胃腸・肝臓・胆のうの病気

呼吸器の病気

がん

耳の病気

外傷

脳卒中

血液・免疫の病気

認知症

うつ病

パーキンソン病

その他

無回答

（％）
n=490
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（３）介護・介助の状況 

日常生活での介護・介助の必要性についてたずねたところ、「介護・介助は必要だ

が受けていない」が 6.7％、「何らかの介護を受けている」は 6.3％となっており、何

らかの介護・介助を必要とする人は全体の 13.0％となっています。 

また、介護・介助が必要になった主な原因については、「高齢による衰弱」のほか、

「心臓病」、「関節の病気」などが上位となっています。 

■日常生活での介護・介助の必要性■ 

 

 

 

 

 

■介護・介助が必要になった主な原因（複数回答）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護を受ける際に希望する場所については、「外部の介護サービスを組み合わせ自

宅にて」が 27.1％を占めるほか、「自宅で家族中心」も 14.9％となっており、介護が

必要になっても自宅での生活を希望する人が４割以上を占めていることがわかりま

す。 

■介護を受ける際に希望する場所■ 

 

 

 

 

84.3 6.7 6.3

2.7

90.9

3.0 1.0

5.1

95.2

2.4 0.8 1.6

88.9 6.1

3.0 2.0

77.3 10.3 8.2

4.1

58.0 15.9 26.1

0.0

86.0 7.4

2.8 3.7

82.9 6.2 9.1

1.8

13.0 13.0 73.9

0.0

87.8 6.4

3.0 2.8

83.8 6.9 6.4

2.9

86.7 6.0 6.0

1.2

介護・介助は
必要ない

介護・介助は
必要だが受けて
いない

何らかの介護を
受けている

無回答

ｎ

490

99

126

99

97

69

215

275

23

467

407

83

年
齢

性
別

介
護
度

区
域

全体

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85歳以上

男性

女性

要支援認定者等

認定は受けていない

市街地

そのほか

（％）

28.1
17.2

14.1
10.9

9.4
9.4

7.8
6.3
6.3

4.7
4.7

1.6
0.0

9.4
0.0

26.6

0 10 20 30

高齢による衰弱

心臓病

関節の病気

骨折・転倒

脳卒中

糖尿病

視覚・聴覚障害

認知症

脊椎損傷

がん

呼吸器の病気

腎疾患

パーキンソン病

その他

不明

無回答

（％）
n=64

14.9 27.1 7.8 21.8 13.3 7.3 7.8

8.1 28.3 17.2 14.1 12.1 9.1 11.1

14.3 22.2 9.5 27.8 11.9 7.1 7.1

17.2 31.3

3.0

21.2 16.2

4.0

7.1

20.6 26.8 5.2 21.6 12.4 6.2 7.2

14.5 29.0
1.4

23.2 14.5 11.6 5.8

18.1 29.3 6.5 26.0 8.4

4.7

7.0

12.4 25.5 8.7 18.5 17.1 9.5 8.4

17.4 26.1 13.0 26.1
4.3

13.0
0.0

14.8 27.2 7.5 21.6 13.7 7.1 8.1

15.7 28.0 7.1 19.9 13.8 7.4 8.1

10.8 22.9 10.8 31.3 10.8 7.2 6.0

自宅で
家族中心

外部の介護
ｻｰﾋﾞｽを
組み合わせ
自宅にて

町外有料
老人ﾎｰﾑや
ｹｱ付き高齢
者向け住宅

町内特別
養護老人
ﾎｰﾑなどの
施設

医療機関

に入院

その他 無回答

ｎ

490

99

126

99

97

69

215

275

23

467

407

83

年
齢

性
別

介
護
度

区
域

全体

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85歳以上

男性

女性

要支援認定者等

認定は受けていない

市街地

そのほか

（％）
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（４）日常生活での困りごとについて 

食事で困っていることについては、「特にない」を除いて「買い物が大変」（11.6％）

が第１位となっています。 

■食事で困っていること（複数回答）■ 

 

 

 

 

 

 

かかりつけの病院の有無については、「町診療所」が 66.3％を占めており、今後も

地域医療体制の維持・確保を図っていく必要があります。 

■かかりつけの病院の有無■ 

 

 

 

 

通院手段については、「自力で行く」（65.1％）が最も多く、「次いで家族の送迎」

（26.1％）となっています。今後も交通手段の確保等についても、検討を進めていく

必要があります。 

■通院手段（複数回答）■ 

 

 

 

 

 

 

 

11.6
10.6

5.5
2.7

71.0
5.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

買い物が大変

作るのが大変

作るメニューが思いつかない

その他

特にない

無回答

（％）n=490

66.3 22.7 7.6

3.5

54.5 24.2 17.2

4.0

59.5 29.4 7.9

3.2

66.7 25.3

4.0 4.0

75.3 16.5 5.2

3.1

82.6 13.0

1.4 2.9

59.1 27.9 7.9 5.1

72.0 18.5 7.3

2.2

82.6 17.4

0.0 0.0

65.5 22.9 7.9

3.6

66.6 21.9 7.6

3.9

65.1 26.5 7.2

1.2

町診療所 町外の病院 特にない 無回答

ｎ

490

99

126

99

97

69

215

275

23

467

407

83

年
齢

性
別

介
護
度

区
域

全体

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85歳以上

男性

女性

要支援認定者等

認定は受けていない

市街地

そのほか

（％）

65.1

26.1

12.9

3.5

4.3

0 10 20 30 40 50 60 70

自力で行く

家族の送迎

タクシー・バス

他人の力を借りる

無回答

（％）n=490
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（５）外出について 

昨年と比べて外出の回数が減っているかたずねたところ、「とても減っている」が

9.0％、「減っている」が 28.8％となっており、４割弱の回答者が外出の回数が減って

いると回答しています。 

また、外出を控えているかたずねたところ、「はい（外出を控えている）」と回答し

た人は 39.8％となっています。比較的健康な高齢者であっても、外出を控えているこ

とがわかります。 

■昨年と比べた際の外出の頻度■ 

 

 

 

 

■外出を控えている■ 

 

 

 

 

外出を控えている理由については、「足腰などの痛み」（32.8％）や「病気」（13.8％）

が上位となっています。また、「外での楽しみがない」（15.4％）も第２位となってお

り、身近な地域での生きがいづくりも必要であることがうかがえます。 

■外出を控えている理由（複数回答）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.0 28.8 37.1 23.7

1.4

8.1 27.3 30.3 33.3

1.0

4.0

23.8 45.2 24.6

2.4

6.1 25.3 43.4 25.3

0.0

8.2 32.0 42.3 15.5

2.1

24.6 40.6 15.9 17.4

1.4

6.0 30.2 35.3 27.0

1.4

11.3 27.6 38.5 21.1

1.5

30.4 39.1 26.1

4.3 0.0

7.9 28.3 37.7 24.6

1.5

8.1 29.5 37.3 24.3

0.7

13.3 25.3 36.1 20.5

4.8

とても
減っている

減っている あまり
減っていない

減っていない 無回答

ｎ

490

99

126

99

97

69

215

275

23

467

407

83

年
齢

性
別

介
護
度

区
域

全体

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85歳以上

男性

女性

要支援認定者等

認定は受けていない

市街地

そのほか

（％）

39.8 59.0

1.2

35.4 63.6

1.0

28.6 69.0

2.4

33.3 65.7

1.0

44.3 54.6

1.0

69.6 30.4

0.0

36.3 62.3

1.4

42.5 56.4

1.1

73.9 26.1

0.0

38.1 60.6

1.3

39.1 60.0

1.0

43.4 54.2

2.4

はい いいえ 無回答
ｎ

490

99

126

99

97

69

215

275

23

467

407

83

年
齢

性
別

介
護
度

区
域

全体

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85歳以上

男性

女性

要支援認定者等

認定は受けていない

市街地

そのほか

（％）

32.8
15.4

13.8
9.7
9.7

7.7
5.1

4.1
2.1

25.6
10.8

0 10 20 30 40

足腰などの痛み

外での楽しみがない

病気

耳の障害

交通手段がない

目の障害

トイレの心配

経済的に出られない

障害

その他

無回答

（％）n=195
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（６）地域活動への参加 

地域活動への参加頻度についてたずねたところ、町内会・自治会、収入のある仕事

では参加している人が多くなっています。 

■会・グループ等への参加頻度■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動へ参加者として参加したいかどうかについては、「是非参加したい」が

5.5％を占めるほか、「参加してもよい」が 46.1％を超えており、活動への参加意向が

あっても実際に参加できていない人が多いことがうかがえます。 

地域活動への企画・運営としての参加意向については「参加したくない」が５割以

上を占めており、地域活動を主体的に行い、担っていくことのできる高齢者の発見を

進めていく必要があります。 

0.4 0.6 0.8 1.4

5.5 54.3 36.9

2.7 3.7 2.2 2.2 4.5

51.0 33.7

2.0 2.0 3.1

8.2

3.7

50.4 30.6

0.8 0.8 0.6 0.8 3.1

55.3 38.6

0.6 0.8 2.0 1.2 2.2

58.2 34.9

1.6 0.4 0.6 2.7 1.8

57.8 35.1

0.6 0.4 0.0 2.4

32.7 32.0 31.8

14.9 5.9

1.0 2.9 3.3

39.8 32.2

週４回
以上

週２～３回 週１回 月１～３回 年に数回 参加して
いない

無回答

ｎ

490

490

490

490

490

490

490

490

ボランティアのグループ

スポーツ関係のグループ

趣味関係のグループ

学習・教養サークル

介護予防のための通いの場

老人クラブ

町内会・自治会

収入のある仕事

（％）
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■地域活動への参加者としての参加意向■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域活動への企画・運営としての参加意向■ 

 

 

 

 

 

3.5

32.7 50.8

3.1

10.0

4.0

40.4 43.4

4.0

8.1

2.4

34.9 53.2

2.4

7.1

2.0

37.4 44.4

3.0

13.1

5.2 28.9 51.5

3.1

11.3

4.3

15.9 65.2

2.9

11.6

4.2

36.3 51.2

2.3

6.0

2.9

29.8 50.5

3.6

13.1

0.0

21.7 65.2

0.0

13.0

3.6

33.2 50.1

3.2

9.9

3.2

32.7 51.4

2.7

10.1

4.8

32.5 48.2

4.8

9.6

是非
参加したい

参加
してもよい

参加
したくない

既に
参加している

無回答

ｎ

490

99

126

99

97

69

215

275

23

467

407

83

年
齢

性
別

介
護
度

区
域

全体

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85歳以上

男性

女性

要支援認定者等

認定は受けていない

市街地

そのほか

（％）

5.5 46.1 36.3

4.5

7.6

7.1 52.5 29.3

3.0

8.1

5.6 49.2 35.7

2.4

7.1

5.1 52.5 28.3 5.1 9.1

6.2 43.3 41.2 5.2

4.1

2.9

26.1 52.2 8.7 10.1

4.7

47.9 37.7

3.7

6.0

6.2 44.7 35.3 5.1 8.7

4.3

30.4 52.2

0.0

13.0

5.6 46.9 35.5

4.7

7.3

5.2 46.2 36.6

4.7

7.4

7.2 45.8 34.9

3.6

8.4

是非
参加したい

参加
してもよい

参加
したくない

既に
参加している

無回答

ｎ

490

99

126

99

97

69

215

275

23

467

407

83

年
齢

性
別

介
護
度

区
域

全体

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85歳以上

男性

女性

要支援認定者等

認定は受けていない

市街地

そのほか

（％）
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（７）趣味・生きがい 

趣味があるかたずねたところ、「趣味あり」と回答した人は全体の 71.2％を占める

のに対し、「思いつかない」は 23.3％となっています。 

また、生きがいがあるかたずねたところ、「生きがいあり」は 61.8％、「思いつかな

い」は 30.8％となっています。 

■趣味の有無■ 

 

 

 

■生きがいの有無■ 

 

 

 

 

（８）認知症について 

認知症に関する相談窓口を知っているかたずねたところ、「いいえ」が 54.1％とな

っており、認知症に関する相談窓口の周知拡大は課題の１つであることがうかがえ

ます。 

■認知症に関する相談窓口を知っているか■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.2 23.3 5.5

76.8 15.2 8.1

64.3 31.0

4.8

75.8 18.2 6.1

68.0 27.8

4.1

73.9 21.7

4.3

74.9 22.3

2.8

68.4 24.0 7.6

65.2 26.1 8.7

71.5 23.1 5.4

72.5 21.9 5.7

65.1 30.1

4.8

趣味あり 思いつかない 無回答

ｎ

490

99

126

99

97

69

215

275

23

467

407

83

年
齢

性
別

介
護
度

区
域

全体

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85歳以上

男性

女性

要支援認定者等

認定は受けていない

市街地

そのほか

（％）

61.8 30.8 7.3

66.7 23.2 10.1

55.6 35.7 8.7

69.7 24.2 6.1

55.7 38.1 6.2

63.8 31.9

4.3

60.5 34.4 5.1

62.9 28.0 9.1

65.2 30.4

4.3

61.7 30.8 7.5

61.9 30.2 7.9

61.4 33.7

4.8

生きがいあり 思いつかない 無回答

ｎ

490

99

126

99

97

69

215

275

23

467

407

83

年
齢

性
別

介
護
度

区
域

全体

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85歳以上

男性

女性

要支援認定者等

認定は受けていない

市街地

そのほか

（％）

38.8 54.1 7.1

47.5 44.4 8.1

41.3 56.3

2.4

42.4 54.5

3.0

29.9 55.7 14.4

29.0 60.9 10.1

40.9 51.2 7.9

37.1 56.4 6.5

34.8 52.2 13.0

39.0 54.2 6.9

40.0 53.1 6.9

32.5 59.0 8.4

はい いいえ 無回答
ｎ

490

99

126

99

97

69

215

275

23

467

407

83

年
齢

性
別

介
護
度

区
域

全体

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85歳以上

男性

女性

要支援認定者等

認定は受けていない

市街地

そのほか

（％）
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（９）介護を受ける際に希望する場所 

介護を受けることになった場合の介護の希望については、「自宅で家族中心」が

14.9％、「外部の介護サービスを組み合わせ自宅にて」が 27.1％と４割以上の回答者

が自宅での介護を希望していることがわかります。自宅での介護を希望する人は、女

性よりも男性の割合が高くなっています。 

このほか、「町内特別養護老人ホームなどの施設」が 21.8％、「医療機関に入院」が

13.3％、「町外有料老人ホームやケア付き高齢者向け住宅」が 7.8％となっています。 

■介護を受ける際に希望する場所■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.9 27.1 7.8 21.8 13.3 7.3 7.8

8.1 28.3 17.2 14.1 12.1 9.1 11.1

14.3 22.2 9.5 27.8 11.9 7.1 7.1

17.2 31.3

3.0

21.2 16.2

4.0

7.1

20.6 26.8 5.2 21.6 12.4 6.2 7.2

14.5 29.0
1.4

23.2 14.5 11.6 5.8

18.1 29.3 6.5 26.0 8.4

4.7

7.0

12.4 25.5 8.7 18.5 17.1 9.5 8.4

17.4 26.1 13.0 26.1
4.3

13.0
0.0

14.8 27.2 7.5 21.6 13.7 7.1 8.1

15.7 28.0 7.1 19.9 13.8 7.4 8.1

10.8 22.9 10.8 31.3 10.8 7.2 6.0

自宅で
家族中心

外部の介護
ｻｰﾋﾞｽを
組み合わせ
自宅にて

町外有料
老人ﾎｰﾑや
ｹｱ付き高齢
者向け住宅

町内特別
養護老人
ﾎｰﾑなどの
施設

医療機関

に入院

その他 無回答

ｎ

490

99

126

99

97

69

215

275

23

467

407

83

年
齢

性
別

介
護
度

区
域

全体

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85歳以上

男性

女性

要支援認定者等

認定は受けていない

市街地

そのほか

（％）
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３ 調査結果の概要（在宅介護実態調査） 

（１）本人が抱えている傷病 

本人が抱えている傷病については、「認知症」（38.5％）が最も多く、次いで「心疾

患（心臓病）」（30.8％）、「脳血管疾患（脳卒中）」・「眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障

害を伴うもの）」（同率 26.9％）などとなっています。 

■本人が抱えている傷病（複数回答）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.9%

30.8%

0.0%

3.8%

3.8%

7.7%

0.0%

11.5%

38.5%

3.8%

3.8%

15.4%

26.9%

19.2%

0.0%

0.0%

3.8%

0% 20% 40% 60%

脳血管疾患（脳卒中）

心疾患（心臓病）

悪性新生物（がん）

呼吸器疾患

腎疾患（透析）

筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）

膠原病（関節リウマチ含む）

変形性関節疾患

認知症

パーキンソン病

難病（パーキンソン病を除く）

糖尿病

眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）

その他

なし

わからない

無回答

合計(n=26)
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（２）主な介護者が行っている介護 

主な介護者が行っている介護についてたずねたところ、「その他の家事（掃除、洗

濯、買い物等）」や「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」、「外出の付き添い、送迎

等」の割合が高くなっています。 

■主な介護者が行っている介護（複数回答）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1%

27.8%

5.6%

22.2%

33.3%

61.1%

33.3%

83.3%

72.2%

33.3%

11.1%

83.3%

88.9%

88.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

わからない

無回答

合計(n=18)
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（３）在宅生活を継続するために充実が必要な支援・サービス 

在宅生活を継続するために充実が必要な支援・サービスについては、「移送サービ

ス（介護・福祉タクシー等）」（19.2％）が最も多く、次いで「調理」・「買い物（宅配

は含まない）」（同率 15.4％）などとなっています。 

■在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス（複数回答）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5%

15.4%

3.8%

15.4%

3.8%

3.8%

19.2%

11.5%

0.0%

7.7%

34.6%

15.4%

0% 20% 40%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

無回答

合計(n=26)
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（４）今後の在宅生活の継続に向けて主な介護者が不安に感じる介護 

在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護については、「認知症状

への対応」（33.3％）、「夜間の排泄」（27.8％）、「外出の付き添い、送迎等」（22.2％）

などが上位となっています。 

■今後の在宅生活の継続に向けて主な介護者が不安に感じる介護（複数回答）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1%

27.8%

16.7%

16.7%

0.0%

11.1%

5.6%

22.2%

5.6%

33.3%

0.0%

11.1%

5.6%

11.1%

0.0%

11.1%

5.6%

5.6%

0% 20% 40%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

合計(n=18)
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第５節 第８期計画における課題 

高齢者、要介護者数等の推移動向、今後の施策ニーズ、第７期計画の実施状況、介

護保険制度の改正等を踏まえ、第８期計画の課題を次のとおり整理します。 

 

課題１ 介護予防と後期高齢者健診の受診勧奨の推進 

「健康」であることはすべての人の願いであり、平成 14 年に成立した「健康増進

法」には、健康を保つことに対する国や地方公共団体の責任が明記されるとともに、

「国民の責務」でもあるとされています。一方で、日本人の死因の多くは悪性新生物

（がん）や脳血管疾患、心疾患などとなっており、これらは食事や運動、喫煙、飲酒、

ストレス等の生活習慣に大きく影響される疾病です。要介護認定を受けていない高

齢者を対象としたアンケート（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）では、現在治療

中または後遺症のある病気として「高血圧」が第１位となっています。生活習慣病予

防のための正しい健康知識の理解や定期的な健診の受診勧奨等を進めていく必要が

あります。 

また、医療の発達等により、日本人の平均寿命は過去最高を更新し続けています。

長寿は喜ばしいことである一方で、介護を要する状態が長く続くことは、高齢者本人

のみならず、周囲の家族等にとって身体的・心理的に大きな負担や不安を強いること

につながります。安心して年齢を重ねることができるよう、可能な限り自立した生活

を続けてもらえる取り組みを充実していく必要があります。 

 

課題２ 地域包括ケアシステムの深化・推進に向けたサービスの充実 

本計画においては、団塊の世代の高齢者が 75 歳以上となる令和７（2025）年に向

けて、高齢者が住み慣れた地域で可能な限り最後まで暮らし続けることができるよ

う、「医療」「介護」「住まい」「生活支援」「介護予防」を柱とする「地域包括ケアシ

ステム」の深化・推進を図ることが求められています。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査においても、介護が必要になっても自宅での生

活を希望する人が４割以上を占めており、住み慣れた地域で最後まで暮らし続けた

いという町民の希望をかなえるためには、在宅介護サービスの充実のみならず、医

療・介護間の連携体制のさらなる強化が求められます。 

高齢者の生活を支えるためには、介護保険サービスだけでは不十分です。また、複

雑化・複合化する生活課題は、行政による支援だけでは難しいケースも少なくありま

せん。行政による支援の充実はもちろんのこと、地域内での支え合い・助け合いの関

係性を強化し、すべての町民が状況に応じて支え手と受け手の両方になれる社会づ

くりを進めていく必要があります。地域福祉計画等との連動を図りながら、最後まで

住み慣れた地域での生活を続けられるまちづくりが求められています。 
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課題３ 認知症に対する理解とその家族を支える地域づくり 

認知症患者数は高齢化・長寿命化に伴って増加傾向にあります。認知症患者は令和

７（2025）年に 700 万人を超えるという推計も公表されています。認知症は本人のみ

ならず、介護に携わる家族や専門職にとっても大きな負担となることから、知識の啓

発・生活習慣の改善等を町民一人ひとりが主体となって進めていける環境づくりが

必要となります。在宅介護実態調査では、在宅生活を継続するにあたって、主な介護

者が不安に感じる介護として「認知症状への対応」を挙げる人が最も多いことを踏ま

えても、認知症予防・共生に向けた取り組みを推進していく重要性はこれまで以上に

高まっています。 

また、判断能力が十分でない高齢者の権利や財産を保護していくためには、成年後

見制度や日常生活自立支援制度など、本人の状況に合った権利擁護制度の利用を促

していく必要があります。 

 

課題４ 高齢者の社会参加と地域の担い手としての活躍の場の提供 

核家族化が進行し、多様で便利なサービスが提供される現代においては、地域との

結び付きが浅い傾向にあるほか、日常的に家族や地域の人との交流がなくても生活

が成り立つようになっています。退職などを契機として人間関係が希薄化する高齢

者は少なくなく、生活課題があっても周囲にサポートを依頼しにくい・依頼されにく

い状態となっています。 

また、こうした支え合い・助け合いの関係性を構築していく上で基礎となる地域活

動の活性化を図っていく必要があります。介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、

地域活動へ参加者として参加したいかどうかについては、「是非参加したい」が 5.5％

を占めるほか、「参加してもよい」が 46.1％を超えており、活動への参加意向があっ

ても実際に参加できていない人が多いことがうかがえる結果となっています。高齢

者が身近な地域などにおいて役割を見つけ出せるような取り組みが求められます。 
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第３章 計画の基本理念と基本的方向 

第１節 基本理念 

今後ますます高齢化が進行していく中で、介護を必要とする者の増加や高齢者の

生活意識、ニーズ等がさらに多様化していくことが予想されていることから、より一

層高齢者の自立支援と介護予防・重度化防止に向けた取り組みや、地域共生社会の実

現に向けた取り組みを進めていくとともに、介護保険制度の持続可能性を確保する

ことに配慮し、サービスを必要とする町民に必要なサービスが提供されるようにし

ていく必要があります。 

本計画では、これまで掲げてきた理念と進めてきた取り組み並びに第６期陸別町

総合計画を踏まえ、地域包括ケアシステムの深化・推進を図り、高齢者が住み慣れた

地域で支え合い、安心して暮らし続けられるまちの実現を目指し、以下の基本理念を

設定します。 

■基本理念■ 

 

 

 

 

 

 

｢高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けることができるまち｣ 

｢高齢者一人ひとりのニーズに対して手が届くまちづくり｣を目指します。 
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第２節 基本目標 

基本理念及び第７期計画における課題や町民のニーズを踏まえながら、重点課題

への取り組みを行うとともに、第８期計画における地域包括ケアシステムのさらな

る充実に向け、次に掲げる４つの基本目標を設定し、施策を推進していきます。 

 

基本目標１ 住み慣れた環境で暮らし続けることができる体制の構築 

（地域包括ケアシステムの体制整備） 

要介護認定の有無に関わらず、健康に不安がある高齢者、ひとり暮らし高齢者な

ど、日常生活を送る中で何らかの支援が必要とされる高齢者に対して、地域での自立

した生活を送るためのサービスが必要です。高齢者の相談支援、介護予防のケアマネ

ジメント等、地域包括ケアシステムの中核を担う地域包括支援センターの機能強化

を図ります。 

また、地域包括ケアシステムの推進には、医療関係者と介護関係者の連携が重要と

なります。今後、住み慣れた自宅で療養しながらでも生活を送ることができるよう、

関係機関が連携し、在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため、医療

と介護の連携に向けた各種取り組みを推進します。 

そのほか、高齢者の多様なニーズに合った住まい方への支援や、要介護認定者向け

に介護サービスの基盤整備を推進するほか、介護人材の確保・定着を図るための研修

の受講や資格取得に係る支援を行います。 

 

基本目標２ 日々の生活に楽しみが持て、つながりや支え合いを大切にできる地域 

づくり 

高齢者の生活を支えるためには介護保険制度による支援だけではなく、見守りや

介護者の支援など、介護保険制度以外の支援の充実が欠かせません。町民一人ひとり

が「お互いに助け合い、支え合う」という意識を醸成し、地域で支え合う仕組みづく

りを推進します。 

また、高齢者が地域社会において自立した生活を営むためには、生活機能の維持だ

けでなく、生きがいを持って日常生活を過ごすことが重要です。そのため、高齢者が

趣味や特技、ボランティア活動等を通じて、社会貢献できる機会の拡充が求められて

います。高齢者がそれぞれの知識や経験を生かし、社会的役割や生きがいを持って活

動・活躍できるよう、就業機会の確保等に努め、社会参加を促進します。高齢者が生

活支援サービスの担い手になることで、高齢者の日常生活上の支援体制の充実と高

齢者の社会参加の推進を一体的に図り、あわせて、災害等非常時における支援体制の

強化等を通じ、地域での見守り体制や高齢者にわかりやすい情報発信のあり方を検

討します。 
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基本目標３ 介護の重症化予防、介護予防と健康づくり・自立支援の推進 

平均寿命が年々過去最高を更新する中で、加齢や生活習慣を原因とする身体機能

の衰えや生活習慣病を予防するため、町民一人ひとりが、自らの健康に関心を持ち、

定期的な健康診査等の受診や年齢等に応じた健康づくりを継続して取り組めるよう

支援を行います。 

また、地域住民や医療・介護関係者、民間事業者等と連携を図りながら、介護予防・

日常生活支援総合事業のさらなる充実や自立支援のための理学療法士との連携を通

じ、高齢者の自立支援、介護予防・重度化防止に向けた包括的な取り組みを行います。 

 

基本目標４ 高齢者の尊厳を大切にした支援や権利擁護の推進 

高齢者が認知症になっても、住み慣れた地域で安心して生活できる環境づくりを

進めるとともに、認知症に対する正しい理解の普及と地域における理解と見守りを

充実します。 

また、成年後見制度の普及・啓発を図り、権利擁護を必要とする対象者が利用でき

るよう推進します。 

 

 

第３節 日常生活圏域の設定 

日常生活圏域とは、高齢者が地域において安心して日常生活を営むことができる

ようにするために、地理的条件、人口、交通事情その他社会的条件、介護給付等対象

サービスを提供するための施設の整備状況その他の条件を総合的に勘案して定める

圏域です。これは市町村が高齢者福祉施策や介護保険事業という公的サービスの提

供を展開していく区域となります。 

本町では、役場が所在する市街地を中心として住民の生活を支えるサービスが展

開されていることから、町全体を１つの日常生活圏域として設定します。 
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第４節 施策体系 

計画に掲げた基本理念と基本目標に基づき、以下の施策体系を設定し、施策の推進

を図ります。 

■施策体系■ 

基本 
理念 

  基本目標   施策の方向性 

       

高
齢
者
一
人
ひ
と
り
の
ニⅠ
ズ
に
対
し
て
手
が
届
く
ま
ち
づ
く
り 

高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
い
生
活
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
ま
ち 

 

     
（１）関係機関との連携強化 

  基本目標１  

  
住み慣れた環境で暮らし続け

ることができる体制の構築

（地域包括ケアシステムの体

制整備） 

  （２）介護人材確保対策の 

推進     

    
（３）介護サービスの充実 

    

     （４）高齢者の日常生活を 

支える体制の整備      
      

  基本目標２   
（１）交流・社会参加の推進 

  
日々の生活に楽しみが持て、 

つながりや支え合いを大切に 

できる地域づくり 

  

    
（２）ボランティアの推進 

    

    （３）災害や感染症対策に 

関わる体制整備      
      

  基本目標３   （１）介護の重症化防止と 

自立支援   介護の重症化予防、介護予防

と健康づくり・自立支援の 

推進 

  

    
（２）介護予防と健康づくり 

     
      

  基本目標４   
（１）認知症施策の充実 

  高齢者の尊厳を大切にした 

支援や権利擁護の推進 

  

    
（２）権利擁護事業の推進 
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第４章 施策の展開 

基本目標１ 住み慣れた環境で暮らし続けることができる体制の構築 

１ 関係機関との連携の強化 

【主な取り組み】 

平成 26 年度から各種会議の再編成を図り、各事業所と地域課題の共有や具体策の

検討を行ってきました。顔が見える連携が基盤としてできてきているため、今後も地

域の実態に合った地域包括ケアシステムの構築を目指します。 

■主な取り組み■ 

№ 取り組み 内容 

①  
地域ケア会議における 

地域課題の検討と共有 

各事業所が抱えている困難性を全体で共有するこ

とで、地域に必要な資源や生活課題を可視化し具体策

を検討していきます。 

②  
地域包括支援センターの機

能強化 

地域包括支援センターが多職種連携のつなぎを担

い、ケアマネジメントの適正化を強化していきます。 

③  
医療・介護連携の推進と多

職種連携の強化 

医療と介護が情報交換を密に行い、切れ目のない医

療と介護の提供体制の構築を図ります。 

「在宅医療・介護連携支援相談窓口」を地域包括支

援センターに設置し、関係者からの相談に応じ、情報

提供等を行います。 

④  看取り介護の推進 

町民が希望する場所で最期を迎えることができる

よう、看取りに関する知識向上や町民への周知・啓発

を図ります。 

 

【取り組み目標】 

各事業の取り組み目標は以下のとおりです。 

■取り組み目標■ 

指標 単位 
現状値 
（R1） 

R3 R4 R5 

65 歳以上の町外転出数 
人数 
（人） 

8 6 6 6 
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２ 介護人材確保対策の推進 

【主な取り組み】 

各サービス提供事業所において、十分な介護人材が確保できていない状況があり

ます。人材確保に向けて各事業所が自主的に取り組んでいる報告も受けていますが、

今後も地域が一体となって中長期的に介護人材を確保できるよう取り組みます。ま

た、介護人材の定着を目指すために町内で受講できる研修会等の機会を検討し、研修

終了者が町内各事業所の就業につながるよう啓発していきます。 

■主な取り組み■ 

№ 取り組み 内容 

①  

【新規】 

介護職員初任者研修（旧

ホームヘルパー２級）の

開催 

介護人材を増やすために町内で資格を取得でき

る機会を確保します。また、介護職が就業の選択肢

の１つに入るような周知・啓発にもつなげていきま

す。 

②  
介護資格取得に向けた 

助成制度の実施 

介護職員等資格取得・研修支援事業により、町内

の介護職に従事する人材の育成・確保と定着の促進

を図ります。 

③  
町内における医療・介護 

研修会の実施 

日々の業務に生かすことができるよう、実務者の

要望に合わせた研修会を企画します。 

 

【取り組み目標】 

取り組み目標は以下のとおりです。 

■取り組み目標■ 

指標 単位 
現状値 
（R1） 

R3 R4 R5 

介護職員初任者研修の 
受講者数 

受講者数 
（人） 

0 10 10 10 

介護職員等資格取得・研修 
支援 

支援者数
（人） 

0 3 3 3 

医療介護研修会の実施 
実施回数
（回） 

0 1 1 1 
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３ 介護保険サービスの充実 

【主な取り組み】 

本町は１サービス１事業所しかなく、サービス付き高齢者住宅等の中間施設がな

いため、町内で介護を受けるためには訪問介護・通所介護・短期入所生活介護等の在

宅サービスの利用か、特養入所もしくは認知症高齢者グループホームの入居が選択

肢となります。介護サービスの利用における介護の限界点について関係者と協議し、

町民のニーズに沿うような介護保険制度の運用を検討していきます。 

■主な取り組み■ 

№ 取り組み 内容 

①  訪問系サービスの充実 

在宅介護を望む町民に必要な訪問介護サービス

が提供できるよう、訪問できる介護人材の育成を検

討します。 

②  介護サービスの質の確保 

利用者のニーズに合った介護サービスの利用に

なっているか、各事業所の介護支援専門員が中心に

行うケアマネジメントの質を確認していきます。 

③  
中間施設のあり方につい

ての継続協議 

町民にとって町内における安心した老後がイメ

ージできるよう、本町に合った中間施設や町内にな

い介護サービスを検討し具体策を協議します。 

 

【取り組み目標】 

取り組み目標は以下のとおりです。 

■取り組み目標■ 

指標 単位 
現状値 
（R1） 

R3 R4 R5 

町内にない介護サービスの 
創出 

新規整備
事業所数 
（か所） 

0 0 0 1 
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４ 高齢者の日常生活を支える体制の整備 

【主な取り組み】 

今回の計画策定時に行った各種実態調査において、高齢独居世帯数が増加してい

る現状や、在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービスが把握できました。

介護サービスの利用だけでは解決できない生活課題について協議し、生活支援につ

ながるサービスの創出に努めます。 

■主な取り組み■ 

№ 取り組み 内容 

①  
高齢者の住まいのあり方

の協議 

福祉担当が所管する｢からまつハウス｣及び｢福寿

荘｣について、高齢者のニーズに合った運用である

か提言していきます。 

②  
在宅生活困難者の抽出と 

課題共有 

介護サービスの利用だけでは解決できない生活

課題について、広く他機関と問題を共有し解決に向

けて協議します。 

③  総合事業の推進 

過渡期サービスである訪問型サービスＡが、今後

どのように在宅サービスとして展開していくか協

議していきます。また、地域の実情に応じた多様な

サービスを協議検討していきます。 

④  

【新規】 

介護保険サービス外の生

活支援サービスの充実 

社会福祉協議会で行っている配食サービス、電話

での安否確認サービス及び介護用品支給等の生活

支援サービスについて、現状に合ったサービスであ

るよう社会福祉協議会とともに評価していきます。 

⑤  
生活支援体制整備事業の 

推進 

生活支援コーディネーターを中心に高齢者の生

活ニーズの整理を行い、協議体で地域課題の具体策

を検討します。 

 

【取り組み目標】 

取り組み目標は以下のとおりです。 

■取り組み目標■ 

指標 単位 
現状値 
（R1） 

R3 R4 R5 

新たな生活支援サービスの 
創出 

サービス
数 

（件） 
0 0 0 1 
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基本目標２ 日々の生活に楽しみが持て、つながりや支え合いを大切に

できる地域づくり 

１ 交流、社会参加の推進 

【主な取り組み】 

社会福祉協議会では｢ふれあい昼食会｣や｢ふれあいサロン｣等の交流事業が定例で

行われており、各施設においても季節を通じた行事が行われています。しかしなが

ら、高齢者の世代が変化していく中で求めている交流や社会参加のあり方も変わっ

てきています。交流や社会参加の推進を｢自分の居場所の確保｣や｢介護予防｣、｢生活

の質の向上｣に位置づけ、時代に合った事業展開を検討していきます。 

■主な取り組み■ 

№ 取り組み 内容 

①  

【新規】 

高齢者が交流できる場の 

情報発信 

生活支援コーディネーターが高齢者の社会参加

等の情報を発信する仕組みを検討します。 

②  
社会参加と生きがいづく

りの場の整備 

高齢者のニーズに合った交流のあり方について、

関係機関と広く協議していきます。 

③  
各施設における交流事業

の推進 

要介護状態になっても今まで築いてきた地域と

の交流が途絶えることのないよう、社会とのつなが

りが維持された生活の継続を推進していきます。 

 

【取り組み目標】 

取り組み目標は以下のとおりです。 

■取り組み目標■ 

指標 単位 
現状値 
（R1） 

R3 R4 R5 

交流や社会参加の情報発信の 
回数 

回数 
（回） 

0 0 1 1 
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２ ボランティアの推進 

【主な取り組み】 

今回の計画策定時に行ったアンケートにおいて、｢暮らし続けるために、あなたが

協力できそうなこと｣についてたずねたところ、｢話し相手｣、｢家のまわりの草刈り｣、

｢買い物の代行｣等の回答がありました。支援する側と支援を受ける側をコーディネ

ートする調整役を整備し、生活支援の一助となるようなボランティアや高齢者の社

会参加に結び付く活動を構築していきます。 

■主な取り組み■ 

№ 取り組み 内容 

①  

【新規】 

生活支援コーディネータ

ーによる地域課題の把握 

地域課題を解決できる人材の発掘に向けて協議

していきます。 

②  
【新規】 

就労的活動の促進 

役割を持つ高齢者の活動の場を促進するために、

生活支援体制整備事業の中で協議していきます。 

③  
社会福祉協議会が実施 

する事業との連携強化 

現在就労センターや配食サービスのボランティ

ア等の事業を運営している社会福祉協議会と連携

し、より住民のニーズに合った活動となるよう検討

していきます。 

④  

【新規】 

ボランティアポイント 

制度の導入 

元気な高齢者が地域活動に貢献できるような仕

組みとして事業化を検討します。 

 

【取り組み目標】 

取り組み目標は以下のとおりです。 

■事業の取り組み目標■ 

指標 単位 
現状値 
（R1） 

R3 R4 R5 

社会福祉協議会にボランティ
アとして登録している人数 

人数 
（人） 

36 40 45 50 
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３ 災害や感染症対策に関わる体制整備 

【主な取り組み】 

令和２年に新型コロナウイルス感染症が発生し、全国規模で多くの感染者が発生

しています。高齢者は抵抗力が弱く、感染症を発症すると重症化する可能性が高いた

め、予防的な感染対策や集団における感染拡大防止に向けた取り組みを引き続き検

討していきます。 

また、災害に強いまちづくりについては、第６期陸別町総合計画にも記載されてい

るところですが、今後も自主的な防災の取り組みや組織づくりを進め、高齢者の安心

と安全を確保していきます。 

■主な取り組み■ 

№ 取り組み 内容 

①  
地域ケア会議での対策の 

検討 

日ごろから介護サービス事業所等と連携し、感染

症対策や災害対応について情報交換を行います。 

②  
地域包括支援センター等

による訪問活動 

高齢者の生活状況を確認し、地域における要配慮

者の把握に努めます。 
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基本目標３ 介護予防と重度化予防、自立支援の推進 

１ 重度化防止と自立支援 

【主な取り組み】 

自立支援は介護保険法の重要な理念であり、有する能力に応じた支援のあり方を

調整するケアマネジメント力が要求されます。今後も各事業所の介護支援専門員と

ともに重度化予防や自立支援に取り組み、個々人の希望に沿った支援につながるよ

う検討していきます。 

■主な取り組み■ 

№ 取り組み 内容 

①  ケアマネジメント支援 
地域包括支援センターが個別のケアプランを確

認していきます。 

②  
多職種連携による自立 

支援の取り組み 

要介護状態になっても介護の重症化を予防し、多

職種で意見を交わしながら支援を重ねていく取り

組みを重視していきます。 

③  リハ職との連携強化 
理学療法士の専門性を地域に生かすことで、介護

予防や介護の重度化予防に努めます。 

④  ふまねっと運動の推進 

歩行機能・認知機能の維持・改善に効果を上げて

いる「ふまねっと運動」を推進し、介護予防に努め

ます。 

 

【取り組み目標】 

取り組み目標は以下のとおりです。 

■取り組み目標■ 

指標 単位 
現状値 
（R1） 

R3 R4 R5 

理学療法士の招聘回数 
回数 
（回） 

12 12 12 12 
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２ 介護予防と健康づくり 

【主な取り組み】 

高齢になっても住み慣れた町で自立した生活を続けるためには、健康であること

が何より重要です。本町では｢第２期保健事業実施計画（平成 30 年度～令和５年度）｣

の中に｢陸別町特定健診等実施計画 第３期計画｣が含まれており、未受診者への受

診勧奨や疾病の重症化予防のための保健指導について実施されています。 

後期高齢者の健診については現状の受診率が 19.59％であり、今後は地域包括支援

センターと保健指導担当が連携して後期高齢者の健診受診率を高めることができる

よう努めます。また、通いの場等に保健師が出向くことで、健康づくりのために保健

師が身近な存在として位置づけられるよう活動していきます。 

■主な取り組み■ 

№ 取り組み 内容 

①  

【新規】 

後期高齢者健診の受診 

勧奨 

該当者に健診の案内を通知する等で、受診勧奨を

行っていきます。 

②  
健康教育や健康相談の 

実施 

高齢者の集いの場に保健師が出向き、個別の健康

相談等に対応します。 

③  生きがいホーム通所事業 

要介護状態にならないために継続的に通うこと

ができる事業であるよう、事業内容を評価していき

ます。 

④  

社会福祉協議会との業務 

連携及び生きがい活動の 

推進 

高齢者が今まで培ってきた経験を地域に生かし、

役割を持つことで介護予防につながるよう、社会福

祉協議会と事業の目的を確認しながら連携してい

きます。 

 

【取り組み目標】 

取り組み目標は以下のとおりです。 

■取り組み目標■ 

指標 単位 
現状値 
（R1） 

R3 R4 R5 

後期高齢者健診の受診率 
受診率 
（％） 

19.59 
前年度
以上 

前年度
以上 

前年度
以上 
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基本目標４ 高齢者の尊厳を大切にした支援や権利擁護の推進 

１ 認知症施策の充実 

【主な取り組み】 

今回行ったアンケート調査によると、要介護認定を持っている者が抱えている疾

病で多いものが｢認知症｣であり、介護者が不安に感じている介護等についても｢認知

症への対応｣が多いことがわかりました。本町に合った認知症施策を具体化し、年齢

を重ねても安心して暮らし続けることができるよう支援体制を構築していきます。 

■主な取り組み■ 

№ 取り組み 内容 

①  
認知症ケアパスの周知・ 

啓発 

平成 30 年度に作成した認知症ケアパスが活用さ

れるよう周知を行い、随時内容を見直していきま

す。 

②  
認知症初期集中支援チー

ムの推進 

認知症に対する支援が広い視野で展開できるよ

う、チームのあり方を検討していきます。 

③  
認知症地域支援推進員に 

よる地域づくり 

認知症に関する相談や対応の充実を図るために、

専任の推進員を整備していきます。 

④  
認知症サポーター養成 

講座や講演会の実施 

幅広い年代に認知症サポーターを増やすことが

できるよう、周知及び企画を継続していきます。 

⑤  認知症カフェの充実 
｢ほっとカフェ｣が認知症カフェとして根付くよ

う、企画内容を充実させます。 

⑥  

【新規】 

チームオレンジの立ち 

上げ 

認知症サポーター養成講座の受講修了生が地域

で活躍できる場を創設していきます。 

 

【取り組み目標】 

取り組み目標は以下のとおりです。 

■取り組み目標■ 

指標 単位 
現状値 
（R1） 

R3 R4 R5 

認知症サポーター数 
人数 
（人） 

206 220 230 240 

チームオレンジ活動数 
活動実績 
（件） 

0 0 0 1 
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２ 権利擁護事業の推進 

【主な取り組み】 

本町においては、平成 28 年度から陸別町社会福祉協議会に成年後見実施機関を委

託しており、成年後見制度等に対する相談及び利用支援が増えてきている現状にあ

ります。今後も時代に合った成年後見制度の運用ができるよう、誰もが利用できる権

利擁護体制の整備に努めます。 

また、高齢者虐待防止についても継続的に取り組み、高齢者が個人として尊重され

るケアを推進していきます。 

■主な取り組み■ 

№ 取り組み 内容 

①  
高齢者虐待防止における 

継続的な取り組みの推進 

高齢者虐待通報の初期対応や苦情相談について

迅速に行い、必要な対応を協議していきます。 

②  
成年後見実施機関の活動 

支援 

市民後見人養成講座の実施や成年後見制度の普

及啓発等に協力していきます。 

③  
成年後見制度の周知と 

啓発 

必要としている町民が利用できる権利・制度であ

るよう、地域包括支援センターの相談対応や訪問活

動を通して利用対象者の発掘に努めます。 

④  
【新規】 

中核機関の設置 

権利擁護支援の地域連携ネットワーク体制を確

立するために、中核機関を整備できるよう検討しま

す。 

 

【取り組み目標】 

各事業の取り組み目標は以下のとおりです。 

■取り組み目標■ 

指標 単位 
現状値 
（R1） 

R3 R4 R5 

中核機関の設置 
設置数 
（か所） 

0 1 1 1 

後見支援員の登録数 
登録者数 
（人） 

15 25 25 25 
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第５章 介護保険サービスの見込みと保険料の算出 

第１節 介護保険サービスの見込量算出にあたっての前提 

１ 被保険者数の推計 

第８期計画期間及び令和 22（2040）年までの本町の第１号被保険者数・第２号被保

険者数を以下のとおり見込みます。 

■被保険者数の推計■ 

単位：人 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22 年度 

第１号被保険者 

（65歳以上人口） 
878 862 848 817 612 

第２号被保険者 

（40歳以上 65歳未満） 
702 690 679 656 469 

合計 1,580 1,552 1,527 1,473 1,081 

 

２ 要支援・要介護認定者数の推計 

第８期計画期間及び令和 22（2040）年までの要支援・要介護認定者数を以下のとお

り見込みます。 

■要支援・要介護認定者数の推計■ 

単位：人 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22 年度 

総数 155 157 159 159 151 

（うち第１号被保険者） 154 156 158 158 150 

 
要支援１ 20 20 20 19 18 

（うち第１号被保険者） 20 20 20 19 18 

 
要支援２ 14 14 15 14 14 

（うち第１号被保険者） 14 14 15 14 14 

 
要介護１ 42 43 43 45 40 

（うち第１号被保険者） 42 43 43 45 40 

 
要介護２ 25 25 26 26 24 

（うち第１号被保険者） 24 24 25 25 23 

 
要介護３ 18 18 18 19 19 

（うち第１号被保険者） 18 18 18 19 19 

 
要介護４ 14 14 14 14 16 

（うち第１号被保険者） 14 14 14 14 16 

 
要介護５ 22 23 23 22 20 

（うち第１号被保険者） 22 23 23 22 20 
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第２節 介護保険サービス量の見込み 

１ 介護予防サービス 

（１）サービスの概要 

介護予防サービスとは、要支援１・２の認定を受けた人が利用するサービスです。 

サービスの概要は以下のとおりです。 

■サービスの概要■ 

サービス 概要 

① 介護予防訪問入浴介護 
要支援者が、居宅において専用の浴槽（移動入浴車）を使用し、

介護士や看護師から入浴の補助を受けられるサービスです。 

② 介護予防訪問看護 
要支援者で疾患等を抱えている方が居宅において、看護師等

から療養上の世話や診療の補助が受けられるサービスです。 

③ 介護予防訪問リハビリ 

テーション 

要支援者で居宅での日常生活行為を向上させる訓練を必要と

する方が、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士等によるリハビ

リテーションを居宅において受けられるサービスです。 

④ 介護予防居宅療養管理 

指導 

要支援者が居宅において、医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養

士等から療養上の管理及び指導が受けられるサービスです。 

⑤ 介護予防通所リハビリ 

テーション 

要支援者が介護 老人保健施設や病院等において、心身の機能

の維持回復と日常生活の自立を図るため、理学療法、作業療法、

その他必要なリハビリテーションを受けられるサービスです。

（デイケアともいいます。） 

⑥ 介護予防短期入所生活 

介護 

要支援者が特別養護老人ホームや老人短期入所施設等に短期

間入所し、入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上の世

話や機能訓練等が受けられるサービスです。 

⑦ 介護予防短期入所療養 

介護 

要支援者が介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に短期

間入所し、看護、その他の必要な医療と日常生活上の世話等が受

けられるサービスです。 

⑧ 介護予防福祉用具貸与 

要支援者について、日常生活の便宜を図り、自立を助けるため

の歩行器や歩行補助つえ等の介護予防に資する福祉用具を貸与

するサービスです。 

⑨ 特定介護予防福祉用具 

購入 

要支援者について、日常生活の便宜を図り、自立を助けるため

の福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排泄のための用具

の購入に関し、申請に基づいて福祉用具購入費を支給するサー

ビスです。（支給限度基準額：年間 10 万円） 

⑩ 介護予防住宅改修 

要支援者の居宅における日常生活の自立のため、手すりの取

り付けや床等の段差解消の工事等に関し、申請に基づいて住宅

改修費を支給するサービスです。（支給限度基準額：20 万円） 

⑪ 介護予防特定施設入居者

生活介護 

特定の施設（要届出）の有料老人ホームやケアハウス等に入居

する要支援者が、入浴・排泄・食事等の介護や、その他の日常生

活上の世話や機能訓練等が受けられるサービスです。 
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（２）サービスの実績と見込み 

介護予防サービスの利用を以下のとおり見込みます。 

■第７期計画期間における実績と第８期計画期間における見込み■ 

サービス 単位 

第７期実績 第８期見込み 

平成 30

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

① 介護予防訪問入浴

介護 

回数 

（回） 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

利用者数 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

② 介護予防訪問看護 

回数 

（回） 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

利用者数 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

③ 介護予防訪問リハ

ビリテーション 

回数 

（回） 
0.0 6.5 4.4 8.8 8.8 8.8 

利用者数 

（人） 
0 1 1 2 2 2 

④ 介護予防居宅療養

管理指導 

利用者数 

（人） 
1 1 2 2 2 2 

⑤ 介護予防通所リハ

ビリテーション 

利用者数 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

⑥ 介護予防短期入所

生活介護 

日数 

（日） 
0.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

利用者数 

（人） 
0 1 0 0 0 0 

⑦ 介護予防短期入所

療養介護 

（老健） 

日数 

（日） 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

利用者数 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

⑦ 介護予防短期入所

療養介護 

（病院等） 

日数 

（日） 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

利用者数 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

⑦ 介護予防短期入所

療養介護 

（介護医療院） 

日数 

（日） 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

利用者数 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

⑧ 介護予防福祉用具

貸与 

利用者数 

（人） 
10 10 9 11 11 11 

⑨ 特定介護予防福祉

用具購入 

利用者数 

（人） 
0 0 0 1 1 1 

⑩ 介護予防住宅改修 
利用者数 

（人） 
0 0 0 1 1 1 

⑪ 介護予防特定施設

入居者生活介護 

利用者数 

（人） 
0 1 1 2 2 2 

（注）利用者数は１月当たりの利用者数、回（日）数は１月当たりの利用回（日）数を示す。 

端数処理により、利用が見込まれていても利用者数または回（日）数が０になることがある。 

（注）令和２年度は見込み。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和元年度よりも減少している場

合がある。 
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２ 居宅サービス 

（１）サービスの概要 

介護予防サービスとは、要支援１・２の認定を受けた人が利用するサービスです。 

サービスの概要は以下のとおりです。 

■サービスの概要■ 

サービス 概要 

① 訪問介護 

要介護者が居宅において、入浴・排泄・食事等の身体介護や、

調理・掃除・洗濯等の生活援助等が受けられるサービスです。 

なお、生活援助については、ひとり暮らしまたは同居家族等

が、障がいや疾病等のため、本人や同居家族が家事等を行うこと

が困難な場合のみ利用できます。 

② 訪問入浴介護 
要介護者が居宅において専用の浴槽（移動入浴車）を使用し、

介護士や看護師から入浴の補助を受けられるサービスです。 

③ 訪問看護 
要介護者で疾患等を抱えている方が居宅において、看護師等

から療養上の世話や診療の補助が受けられるサービスです。 

④ 訪問リハビリテーション 

要介護者で居宅での日常生活行為を向上させる訓練を必要と

する方が、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士等によるリハビ

リテーションを居宅において受けられるサービスです。 

⑤ 居宅療養管理指導 
要介護者が居宅において、医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養

士等から療養上の管理及び指導が受けられるサービスです。 

⑥ 通所介護 

要介護者が通所介護施設において、入浴・排泄・食事等の介護、

生活等に関する相談と助言、健康状態の確認、その他必要な日常

生活上の世話や機能訓練等が受けられるサービスです。（デイサ

ービスともいいます。） 

⑦ 通所リハビリテーション 

要介護者が介護 老人保健施設や病院等において、心身の機能

の維持回復と日常生活の自立を図るため、理学療法、作業療法、

その他必要なリハビリテーションを受けられるサービスです。

（デイケアともいいます。） 

⑧ 短期入所生活介護 

要介護者が特別養護老人ホームや老人短期入所施設等に短期

間入所し、入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上の世

話や機能訓練等が受けられるサービスです。 

⑨ 短期入所療養介護 

要介護者が介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に短期

間入所し、看護、その他の必要な医療と日常生活上の世話等が受

けられるサービスです。 

⑩ 福祉用具貸与 

要介護者について、日常生活の便宜を図り、自立を助けるため

の歩行器や歩行補助つえ等の介護予防に資する福祉用具を貸与

するサービスです。 

⑪ 特定福祉用具購入 

要介護者について、日常生活の便宜を図り、自立を助けるため

の福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排泄のための用具

の購入に関し、申請に基づいて福祉用具購入費を支給するサー

ビスです。（支給限度基準額：年間 10 万円） 
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サービス 概要 

⑫ 住宅改修 

要介護者の居宅における日常生活の自立のため、手すりの取

り付けや床等の段差解消の工事等に関し、申請に基づいて住宅

改修費を支給するサービスです。（支給限度基準額：20 万円） 

⑬ 特定施設入居者生活介護 

特定の施設の有料老人ホームやケアハウス等に入居する要介

護者が、入浴・排泄・食事等の介護や、その他の日常生活上の世

話や機能訓練等が受けられるサービスです。 
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（２）サービスの実績と見込み 

介護予防サービスの利用を以下のとおり見込みます。 

■第７期計画期間における実績と第８期計画期間における見込み■ 

サービス 単位 

第７期実績 第８期見込み 

平成 30

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

① 訪問介護 

回数 

（回） 
661.3 478.7 512.8 550.0 605.0 605.0 

利用者数 

（人） 
16 13 16 17 18 18 

② 訪問入浴介護 

回数 

（回） 
8.6 2.2 0.0 8.0 8.0 8.0 

利用者数 

（人） 
2 1 0 3 3 3 

③ 訪問看護 

回数 

（回） 
5.4 1.0 0.0 8.0 8.0 8.0 

利用者数 

（人） 
2 0 0 2 2 2 

④ 訪問リハビリテー

ション 

回数 

（回） 
0.0 13.7 8.6 17.2 17.2 17.2 

利用者数 

（人） 
0 2 1 2 2 2 

⑤ 居宅療養管理指導 
利用者数 

（人） 
9 10 11 12 12 12 

⑥ 通所介護 

回数 

（回） 
10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

利用者数 

（人） 
2 0 0 0 0 0 

⑦ 通所リハビリテー

ション 

回数 

（回） 
0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

利用者数 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

⑧ 短期入所生活介護 

日数 

（日） 
96.5 82.0 60.6 65.8 65.8 65.8 

利用者数 

（人） 
9 7 5 5 5 5 

⑨ 短期入所療養介護 

（老健） 

日数 

（日） 
2.3 3.6 0.0 15.0 15.0 15.0 

利用者数 

（人） 
0 1 0 2 2 2 

⑨ 短期入所療養介護 

（病院等） 

日数 

（日） 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

利用者数 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

⑨ 短期入所療養介護 

（介護医療院） 

日数 

（日） 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

利用者数 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

⑩ 福祉用具貸与 
利用者数 

（人） 
32 27 34 34 34 33 
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サービス 単位 

第７期実績 第８期見込み 

平成 30

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

⑪ 特定福祉用具購入 
利用者数 

（人） 
0 1 0 1 1 1 

⑫ 住宅改修 
利用者数 

（人） 
0 1 0 1 1 1 

⑬ 特定施設入居者 

生活介護 

利用者数 

（人） 
11 7 6 8 9 10 

（注）利用者数は１月当たりの利用者数、回（日）数は１月当たりの利用回（日）数を示す。 

端数処理により、利用が見込まれていても利用者数または回（日）数が０になることがある。 

（注）令和２年度は見込み。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和元年度よりも減少している場

合がある。 
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３ 地域密着型介護予防サービス・地域密着型サービス 

（１）サービスの概要 

地域密着型サービスとは、高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住

み慣れた自宅や地域で生活を継続できるようにするために整備されているサービス

です。 

サービスの概要は以下のとおりです。 

■サービスの対象者と概要■ 

サービス 対象者 概要 

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サⅠ

ビ
ス 

① 介護予防認知症 

対応型通所介護 
要支援１・２ 

認知症の要支援者が通所介護施設等に通い、入

浴・排泄・食事等の介護、その他必要な日常生活

上の世話等が受けられるサービスです。 

② 介護予防小規模 

多機能型居宅介護 
要支援１・２ 

要支援者が通所を中心に、利用者の選択に応じ

て訪問、泊まりのサービスを組み合わせ多機能な

サービスを受けられます。 

③ 介護予防認知症対応

型共同生活介護 
要支援２ 

認知症の要支援者が、身近な施設（グループホ

ーム）において少人数（１ユニット当たり９人ま

で）で共同生活を送りながら、家庭的な環境の下

で入浴・排泄・食事等の介護、その他必要な日常

生活上の世話や機能訓練等が受けられるサービ

スです。 

地
域
密
着
型
サⅠ

ビ
ス 

④ 定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 
要介護１～５ 

要介護者の在宅生活を支えるため、日中・夜間

を通じて訪問介護と訪問看護を受けられるサー

ビスです。 

⑤ 夜間対応型訪問介護 要介護１～５ 

夜間において、定期的な巡回による訪問介護サ

ービス、利用者の求めに応じた随時の訪問介護サ

ービス、利用者の通報に応じて調整・対応するオ

ペレーションサービスを行います。 

⑥ 地域密着型通所介護 要介護１～５ 
通所介護サービスのうち定員 18 名以下の小規

模の事業者が行うサービスです。 

⑦ 認知症対応型通所 

介護 
要介護１～５ 

認知症の要介護者が通所介護施設等に通い、入

浴・排泄・食事等の介護、その他必要な日常生活

上の世話等が受けられるサービスです。 

⑧ 小規模多機能型居宅

介護 
要介護１～５ 

要介護者が通所を中心に、利用者の選択に応じ

て訪問、泊まりのサービスを組み合わせ多機能な

サービスを受けられます。 
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サービス 対象者 概要 

地
域
密
着
型
サⅠ

ビ
ス 

⑨ 認知症対応型共同 

生活介護 
要介護１～５ 

認知症の要介護者が、身近な施設（グループホ

ーム）において少人数（１ユニット当たり９人ま

で）で共同生活を送りながら、家庭的な環境の下

で入浴・排泄・食事等の介護、その他必要な日常

生活上の世話や機能訓練等が受けられるサービ

スです。 

⑩ 地域密着型特定施設

入居者生活介護 
要介護１～５ 

介護保険の指定を受けた入居定員が 29 人以下

の介護付き有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽

費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など

が、入居している利用者に対して入浴・排泄・食

事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行

います。 

⑪ 地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活

介護 

要介護３～５ 

居宅での介護が困難な要介護者が入所し、入

浴・排泄・食事等の日常生活上の世話や機能訓練、

療養上の世話が受けられる介護施設サービスで

す。入所定員が 29 名以下の小規模特別養護老人

ホームで、入所者が能力に応じて自立した日常生

活を送ることを目指します。 

⑫ 看護小規模多機能型

居宅介護 
要介護１～５ 

施設への通所を中心として、宿泊サービスや自

宅での訪問介護と訪問看護を組み合わせること

で、看護と介護を一体化したサービスです。 
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（２）サービスの実績と見込み 

介護予防サービスの利用を以下のとおり見込みます。 

■第７期計画期間における実績と第８期計画期間における見込み■ 

サービス 単位 

第７期実績 第８期見込み 

平成 30

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

① 介護予防認知症 

対応型通所介護 

回数 

（回） 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

利用者数 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

② 介護予防小規模 

多機能型居宅介護 

利用者数 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

③ 介護予防認知症対

応型共同生活介護 

利用者数 

（人） 
0 1 0 0 0 0 

④ 定期巡回・随時対

応型訪問介護看護 

利用者数 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

⑤ 夜間対応型訪問 

介護 

利用者数 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

⑥ 地域密着型通所 

介護 

回数 

（回） 
202.3 190.2 190.8 218.3 218.3 218.3 

利用者数 

（人） 
29 27 27 28 28 28 

⑦ 認知症対応型通所

介護 

回数 

（回） 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

利用者数 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

⑧ 小規模多機能型 

居宅介護 

利用者数 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

⑨ 認知症対応型 

共同生活介護 

利用者数 

（人） 
17 16 20 18 18 18 

⑩ 地域密着型特定施

設入居者生活介護 

利用者数 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

⑪ 地域密着型介護老

人福祉施設入所者

生活介護 

利用者数 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

⑫ 看護小規模多機能

型居宅介護 

利用者数 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

（注）利用者数は１月当たりの利用者数、回（日）数は１月当たりの利用回（日）数を示す。 

端数処理により、利用が見込まれていても利用者数または回数が０になることがある。 

（注）令和２年度は見込み。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和元年度よりも減少している場

合がある。 
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４ 施設サービス 

（１）サービスの概要 

サービスの対象者と概要は以下のとおりです。 

■サービスの対象者と概要■ 

サービス 対象者 概要 

① 介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 
要介護３～５ 

常時介護が必要で居宅での生活が困難な要介護

者が入所し、日常生活上の支援や介護が受けられる

施設です。 

② 介護老人保健施設 要介護１～５ 

医療施設等での治療を終え状態が安定している

要介護者が入所し、医師や看護師、介護福祉士等か

ら在宅生活を送るための看護や介護、リハビリテー

ションが受けられる施設です。 

③ 介護医療院 要介護１～５ 

要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日

常生活上の世話（介護）」を一体的に提供する施設

です。 

④ 介護療養型医療施設 要介護１～５ 

緊急を要する治療を終え、長期の療養を必要とす

る要介護者が入所し、医師や看護師等から看護や介

護、リハビリテーションが受けられる施設です。 

 

 

（２）サービスの実績と見込み 

介護老人福祉施設及び介護老人保健施設については、現在と同程度の利用を見込

みます。 

■第７期計画期間における実績と第８期計画期間における見込み■ 

サービス 単位 

第７期実績 第８期見込み 

平成 30

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

① 介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホ

ーム） 

利用者数 

（人） 
39 40 40 40 40 40 

② 介護老人保健施設 
利用者数 

（人） 
2 4 4 4 4 4 

③ 介護医療院 
利用者数 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

④ 介護療養型医療 

施設 

利用者数 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

（注）利用者数は１月当たりの利用者数を示す。 

端数処理により、利用が見込まれていても利用者数が０になることがある。 

（注）令和２年度は見込み。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和元年度よりも減少している場

合がある。 
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５ 介護予防支援・居宅介護支援 

（１）サービスの概要 

サービスの対象者と概要は以下のとおりです。 

■サービスの対象者と概要■ 

サービス 対象者 概要 

① 介護予防支援 要支援１・２ 

在宅の要支援者が介護予防サービス等を適切に

利用できるよう、地域包括支援センターが要支援者

の依頼を受けて利用計画（ケアプラン）を作成し、

サービス等の提供が十分に行われるよう事業者と

の連絡調整等を行うサービスです。 

② 居宅介護支援 要介護１～５ 

在宅の要介護者が介護サービス等を適切に利用

できるよう、居宅介護支援事業所が、要介護者の依

頼を受けて利用計画（ケアプラン）を作成するとと

もに、サービス等の提供が十分に行われるよう事業

者との連絡調整等を行うサービスです。 

 

 

（２）サービスの実績と見込み 

介護予防支援、居宅介護支援ともに現在と同程度の利用を見込みます。 

■第７期計画期間における実績と第８期計画期間における見込み■ 

サービス 単位 

第７期実績 第８期見込み 

平成 30

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

① 介護予防支援 
利用者数 

（人） 
10 11 10 11 11 11 

② 居宅介護支援 
利用者数 

（人） 
49 46 48 48 49 48 

（注）利用者数は１月当たりの利用者数を示す。 

端数処理により、利用が見込まれていても利用者数が０になることがある。 

（注）令和２年度は見込み。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和元年度よりも減少している場

合がある。 
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第３節 介護保険事業費の見込み 

１ 介護サービス給付費（見込額） 

介護サービス給付費は以下のように見込みます。 

■介護サービス給付費の見込み■ 

単位：千円 

サービス 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１．居宅サービス 56,009 60,091 61,788 

 訪問介護 21,294 23,305 23,305 

 訪問入浴介護 1,106 1,107 1,107 

 訪問看護 493 493 493 

 訪問リハビリテーション 613 613 613 

 居宅療養管理指導 1,256 1,256 1,256 

 通所介護 0 0 0 

 通所リハビリテーション 0 0 0 

 短期入所生活介護 5,780 5,783 5,783 

 短期入所療養介護（老健） 1,789 1,790 1,790 

 短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 

 短期入所療養介護（介護医療院） 0 0 0 

 福祉用具貸与 5,763 5,669 5,430 

 特定福祉用具購入費 450 450 450 

 住宅改修費 900 900 900 

 特定施設入居者生活介護 16,565 18,725 20,661 

２．地域密着型サービス 73,050 73,231 73,231 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 0 0 

 夜間対応型訪問介護 0 0 0 

 地域密着型通所介護 20,021 20,033 20,033 

 認知症対応型通所介護 0 0 0 

 小規模多機能型居宅介護 0 0 0 

 認知症対応型共同生活介護 53,029 53,198 53,198 

 地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0 

 看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 

３．介護保険施設サービス 130,981 131,755 131,942 

 介護老人福祉施設 117,205 117,971 118,158 

 介護老人保健施設 13,776 13,784 13,784 

 介護医療院 0 0 0 

 介護療養型医療施設 0 0 0 

４．居宅介護支援 8,248 8,416 8,294 

介護サービスの総給付費（Ⅰ） 268,288 273,493 275,255 
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２ 介護予防サービス給付費（見込額） 

介護予防サービス給付費は以下のように見込みます。 

■介護予防サービス給付費の見込み■ 

単位：千円 

サービス 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１．介護予防サービス 4,425 4,426 4,426 

 介護予防訪問入浴介護 0 0 0 

 介護予防訪問看護 0 0 0 

 介護予防訪問リハビリテーション 308 308 308 

 介護予防居宅療養管理指導 134 134 134 

 介護予防通所リハビリテーション 0 0 0 

 介護予防短期入所生活介護 0 0 0 

 介護予防短期入所療養介護（老健） 0 0 0 

 介護予防短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 

 介護予防短期入所療養介護（介護医療院） 0 0 0 

 介護予防福祉用具貸与 1,185 1,185 1,185 

 特定介護予防福祉用具購入費 450 450 450 

 介護予防住宅改修 540 540 540 

 介護予防特定施設入居者生活介護 1,808 1,809 1,809 

２．地域密着型介護予防サービス 0 0 0 

 介護予防認知症対応型通所介護 0 0 0 

 介護予防小規模多機能型居宅介護 0 0 0 

 介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 

３．介護予防支援 609 609 609 

介護予防サービスの総給付費（Ⅱ） 5,034 5,035 5,035 
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第４節 保険料の算出 

１ 保険給付費の負担割合 

介護保険給付費の負担割合は、50％を公費、50％を被保険者の保険料とすることと

定められています。また、被保険者の負担分については、全国の第１号被保険者と第

２号被保険者の見込数の割合に応じて、３年ごとに負担割合の見直しが行われます。

第７期計画以降、第１号被保険者負担割合は 23.0％に、第２号被保険者負担割合は

27.0％となっています。 

■保険給付費の負担割合（居宅給付費）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※国から交付される調整交付金の交付率によって実質の負担割合は変化する。 

 

 

■保険給付費の負担割合（施設等給付費）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※国から交付される調整交付金の交付率によって実質の負担割合は変化する。 

 

 

第１号被保険者

23.0%

第２号被保険者

27.0%

陸別町

12.5%

北海道

12.5%

国

25.0%

第１号被保険者

23.0%

第２号被保険者

27.0%

陸別町

12.5%

北海道

17.5%

国

20.0%
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２ 地域支援事業費の負担割合 

地域支援事業の財源は、保険給付費と同様に、保険料と公費で構成されます。介護

予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業の３事業の負担割合は、次

のとおりです。 

■地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）の負担割合■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※国から交付される調整交付金の交付率によって実質の負担割合は変化する。 

 

■地域支援事業（包括的支援事業、任意事業）の負担割合■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号被保険者

23.0%

第２号被保険者

27.0%

陸別町

12.5%

北海道

12.5%

国

25.0%

第１号被保険者

23.00%

陸別町

19.25%
北海道

19.25%

国

38.50%
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３ 保険給付費等の見込み 

（１）標準給付見込額 

標準給付見込額は以下のとおりです。 

■標準給付見込額■ 

単位：円 

区分 合計 
令和３年度 

（2021 年度） 

令和４年度 

（2022 年度） 

令和５年度 

（2023 年度） 

標準給付費見込額（Ａ） 906,028,858 297,656,991 303,163,306 305,208,561 

 総給付費 832,140,000 273,322,000 278,528,000 280,290,000 

 

特定入所者介護サービス

費等給付額（財政影響額調

整後） 

50,277,983 16,545,833 16,759,328 16,972,822 

  
特定入所者介護サービ

ス費等給付額 
50,277,983 16,545,833 16,759,328 16,972,822 

  

特定入所者介護サービ

ス費等の見直しに伴う 

財政影響額 

0 0 0 0 

 
高額介護サービス費等給

付額（財政影響額調整後） 
14,086,203 4,635,587 4,695,401 4,755,215 

  
高額介護サービス費等 

給付額 
14,086,203 4,635,587 4,695,401 4,755,215 

  

高額介護サービス費等

の見直しに伴う財政影

響額 

0 0 0 0 

 
高額医療合算介護サービ

ス費等給付額 
9,064,000 3,002,000 3,027,000 3,035,000 

 算定対象審査支払手数料 460,672 151,571 153,577 155,524 

  
審査支払手数料一件 

当たり単価 
 59 59 59 

  
審査支払手数料 

支払件数 
7,808 2,569 2,603 2,636 

  
審査支払手数料差引額

（Ｋ） 
0 0 0 0 
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（２）地域支援事業費見込額 

地域支援事業は、地域包括ケアシステムの実現に向けて、高齢者の社会参加・介護

予防に向けた取り組み、在宅生活を支える医療と介護の連携及び認知症の方への支

援等を一体的に推進しながら、高齢者を地域で支えていく体制を構築することを目

的とする事業です。要支援・要介護状態となる前からの介護予防を推進し、地域にお

ける包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点から、各市町村がそれぞれの

地域特性に応じてサービスを展開しています。 

地域支援事業費見込額は以下のとおり見込みます。 

■地域支援事業費見込額■ 

単位：円 

区分 合計 
令和３年度 

（2021 年度） 

令和４年度 

（2022 年度） 

令和５年度 

（2023 年度） 

地域支援事業費 35,303,274 11,767,758 11,767,758 11,767,758 

 
介護予防・日常生活支援 

総合事業費 
15,650,292 5,216,764 5,216,764 5,216,764 

 

包括的支援事業（地域包括

支援センターの運営） 

及び任意事業費 

8,073,000 2,691,000 2,691,000 2,691,000 

 
包括的支援事業 

（社会保障充実分） 
11,579,982 3,859,994 3,859,994 3,859,994 
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４ 基準額に対する介護保険料の段階設定等 

第８期計画期間内における介護保険料の段階設定は９段階とし、各段階を次のと

おり設定します。 

■介護保険料の段階設定及び基準額に対する保険料率■ 

段階 保険料率 対象者 

第１段階 
基準額×0.50 

（軽減後 0.30） 

 生活保護受給者 

 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民
税非課税世帯 

 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合
計所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万
円以下の者等 

第２段階 
基準額×0.75 

（軽減後 0.50） 

 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合
計所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万
円を超え 120 万円以下の者等 

第３段階 
基準額×0.75 

（軽減後 0.70） 

 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課
税年金収入額と合計所得金額の合計額が
120 万円を超える者等 

第４段階 基準額×0.90 

 世帯に市町村民税課税者がいるが、本人は
市町村民税非課税で、本人の課税年金収入
額と合計所得金額の合計額が 80 万円以下の
者等 

第５段階 基準額×1.00 

 世帯に市町村民税課税者がいるが、本人は
市町村民税非課税で本人の課税年金収入額
と合計所得金額の合計額が 80 万円を超える
者等 

第６段階 基準額×1.20 
 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が 

120 万円未満の者等 

第７段階 基準額×1.30 
 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が 

120 万円以上 210 万円未満の者等 

第８段階 基準額×1.50 
 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が 

210 万円以上 320 万円未満の者等 

第９段階 基準額×1.70 
 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が 

320 万円以上の者等 
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５ 所得段階別被保険者数（第１号被保険者数）の推計 

第１号被保険者の所得段階別被保険者数は、次のとおり推計します。 

■所得段階別被保険者数（第１号被保険者数）の推計■ 

単位：人 

区分 合計 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
割合 

（合計） 

第１段階被保険者数 570 193 190 187 22.0％ 

第２段階被保険者数 366 124 122 120 14.1％ 

第３段階被保険者数 259 88 86 85 10.0％ 

第４段階被保険者数 249 85 82 82 9.6％ 

第５段階被保険者数 313 106 104 103 12.1％ 

第６段階被保険者数 398 135 133 130 15.4％ 

第７段階被保険者数 189 64 63 62 7.3％ 

第８段階被保険者数 104 35 35 34 4.0％ 

第９段階被保険者数 140 48 47 45 5.4％ 

合計 2,588 878 862 848 100.0％ 

所得段階別加入割合 

補正後被保険者数 
2,408 817 803 788  

（注１）人数と割合について、端数処理の関係で完全には一致しません。 

（注２）各段階割合については、令和２年度の所得段階割合から推計したものです。 
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６ 介護保険料基準額の算出 

第８期介護保険料基準額は以下のように算出します。 

調整交付金とは、保険者ごとの介護保険財政の調整を行うため、全国ベースで標準

給付費見込額の５％相当分を交付する仕組みです。第１号被保険者に占める後期高

齢者の割合（後期高齢者加入割合補正係数）及び所得段階別被保険者割合（所得段階

別加入割合補正係数）の全国平均との格差に基づいて、交付割合が保険者ごとに補正

されています。 

■介護保険料基準額の算出■ 

単位：円 

項目 合計 
令和３年度 

（2021 年度） 

令和４年度 

（2022 年度） 

令和５年度 

（2023 年度） 

標準給付費見込額〔Ａ〕 906,028,858 297,656,991 303,163,306 305,208,561 

地域支援事業費見込額

〔Ｂ〕 
35,303,274 11,767,758 11,767,758 11,767,758 

第１号被保険者負担分 

相当額〔Ｄ〕 
216,506,390 71,167,692 72,434,145 72,904,553 

調整交付金相当額 

〔Ｅ〕 
46,083,958 15,143,688 15,419,004 15,521,266 

調整交付金見込額 

〔Ｉ〕 
81,137,000 26,713,000 27,076,000 27,348,000 

調整交付金見込交付割合

〔Ｈ〕 
 8.82％ 8.78％ 8.81％ 

 
後期高齢者加入割合 

補正係数（Ｆ） 
 0.8961 0.8974 0.8988 

  

後期高齢者加入割合補

正係数（要介護等発生

率による重み付け） 

 0.9029 0.9044 0.9060 

  

後期高齢者加入割合補

正係数（１人当たり給

付費による重み付け） 

 0.8893 0.8904 0.8915 

 
所得段階別加入割合 

補正係数（Ｇ） 
 0.9308 0.9312 0.9284 

保険料収納必要額〔Ｌ〕 163,884,984    

予定保険料収納率 99.50％    

準備基金取崩額の影響額 611    

 準備基金の残高 17,568,364    

 準備基金取崩額 17,568,364    

 準備基金取崩割合 100.0％    
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７ 所得段階別介護保険料 

以上の条件を踏まえて算出した所得段階別介護保険料は、次のとおりです。 

■所得段階別保険料額■ 

所得段階 保険料額（月額） 保険料額（年額） 

第１段階 
2,850 円 

（軽減後：1,710 円） 
34,200 円 

（軽減後：20,520 円） 

第２段階 
4,275 円 

（軽減後：2,850 円） 
51,300 円 

（軽減後：34,200 円） 

第３段階 
4,275 円 

（軽減後：3,990 円） 
51,300 円 

（軽減後：47,880 円） 

第４段階 5,130 円 61,560 円 

第５段階 5,700 円 68,400 円 

第６段階 6,840 円 82,080 円 

第７段階 7,410 円 88,920 円 

第８段階 8,550 円 102,600 円 

第９段階 9,690 円 116,280 円 
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８ 低所得者の支援策 

（１）保険料率の段階区分 

介護保険料は、被保険者及びその世帯の住民税課税状況に応じて、９段階に設定し

ています。 

 

（２）介護保険料の減免 

災害等の特別な事情により、一時的に介護保険料の負担能力の低下が認められる

ような場合は、介護保険料の減免あるいは徴収を一時猶予されます。 

 

（３）介護保険負担限度額の認定 

住民税非課税世帯等の低所得者（利用者負担が第１･第２･第３段階）に該当する方

は、介護保険施設、短期入所サービス及び地域密着型介護老人福祉施設の利用におけ

る食費・居住費（滞在費）等の負担について限度額が設定され、限度額を超える分は

特定入所者介護（予防）サービス費として補足給付されます。 

 

（４）高額介護（予防）サービス費の支給 

自己負担が、一定の上限額を超えた時は、超えた分を高額介護（予防）サービス費

として支給されます。 

また、所得によってその上限が減額され、負担が重くなりすぎないような仕組みに

なっています（ただし、居住費･食費･日常生活費等は含まれません）。 

 

（５）高額医療合算介護（予防）サービス費の支給 

介護保険と医療保険の１年間の自己負担額の合計が、限度額を超えた時は、超えた

分を高額医療合算介護（予防）サービス費として支給されます。 

 

（６）社会福祉法人等による利用者負担軽減 

社会福祉法人が運営している特別養護老人ホーム等のサービスについて、法人が

特に生計維持することが困難な低所得者に対して利用者負担を軽減した場合に、町

がその費用の一部を公費で補う制度です。 
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９ 中長期的な推計 

団塊の世代が 75 歳を迎える令和７（2025）年度は、高齢者人口のピークを迎え、

それに伴い要介護認定者及び保険給付費も増大すると見込まれます。また、団塊ジュ

ニア世代が後期高齢者となる令和 22（2040）年度における要介護認定者及び保険給

付費も合わせて、以下のとおり推計します。 

■中長期的な推計■ 

項目 令和７（2025）年度 令和 22（2040）年度 

高齢者人口 817 人 612 人 

要介護（要支援）認定者数 159 人 151 人 

介護給付費 

（標準給付費） 
311,177,584 円 295,633,224 円 

地域支援事業費 11,207,761 円 9,318,630 円 

介護保険料基準額 

（月額） 
6,885 円 9,172 円 
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第６章 計画の推進 

第１節 サービスの円滑な提供を図るための方策 

１ 介護給付実施体制の強化 

適正な介護保険制度の運営とサービスの質の向上を図ることは、介護や支援を必

要とする高齢者やその家族から強く求められています。このため、介護サービスを取

り巻く環境の整備を進めるとともに、介護保険制度の普及や利用者保護の充実等、介

護保険制度の維持・発展のための取り組みを進めます。 

さらに、保健・福祉サービスの円滑な提供を図るため、関係機関との連携を強化し、

相互の情報共有を進め、常にサービスの向上と改善を進めていきます。 

 

（１）介護保険制度の普及・情報提供 

介護保険制度の開始以来、介護保険サービスの認知度は向上していますが、引き続

き「広報りくべつ」やホームページへの掲載、パンフレットの作成・配布、介護サー

ビス事業者が行う研修の支援等により介護保険制度の普及を図り、町民への制度理

解を進め、サービスの向上に努めます。また、地域包括支援センターが相談窓口であ

ることを広く町民に周知することで、支援が必要な人に必要なサービスが提供され

るよう努めます。 

 

（２）サービスに関する苦情の受付・相談体制の強化 

町は保険者として、また利用者の最も身近な相談窓口として、相談や苦情に対し

て、適切かつ迅速な対応を行います。 

また、地域包括支援センターにおいて、居宅サービス計画や事業者との契約に関す

る相談に応じる等、総合相談体制を強化していきます。 

 

（３）サービスの質の向上 

介護支援専門員等に対して研修を実施するほか、サービス内容等の改善が必要な

介護サービス事業者に対して適切な育成、指導に努めていきます。 

あわせて、地域ケア会議の充実により、意思決定支援のあり方を模索するなど、よ

り一人ひとりに合った支援となるよう、医療と介護が連携して支援の質の向上を目

指していきます。 
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２ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

地域包括ケアシステムの深化推進のため、その役割の中核を担う地域包括支援セ

ンターが関係機関との連携を強化し、本町に合った具体的な施策を打ち出すことが

できるよう機能強化を図ります。 

また、地域包括支援センターが今まで連携し対応してきた経験を生かし、本町にお

いても顕在化してきている「8050 問題」や「親亡き後問題」などの複合的な課題に

迅速に対応できるよう地域力の基盤強化に取り組みます。 

 

３ 高齢者の住まいと介護保険制度の連携強化 

厚生労働省が公表した第８期介護保険事業計画の基本指針案では、新たに「有料老

人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化」が

盛り込まれており、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、高齢者の住まいに

ついても、市町村が提供する介護保険事業等との連携を深めていく必要があります。 

本町には特別養護老人ホームと認知症対応型共同生活介護の２つの介護保険施設

がありますが、特別養護老人ホームは老朽化により建て替え時期にきています。 

また、現在の町内にある介護保険施設では、要介護１及び２で身体介護が必要とな

った場合に在宅介護が困難な町民が入居できる住まいがないことが地域課題となっ

ており、いわゆる中間施設問題として関係者間で協議を続けてきた経緯があります。 

介護が必要となっても町内に住み続けることができるよう、介護保険制度の枠に

こだわることなく利用できる中間的施設の実現に向けて取り組みます。 

保険者の役割として求められる制度上の確認をはじめ、北海道と連携しながら各

種権限の円滑な移譲に努め、高齢者にとって必要な住まいとなるよう町全体のニー

ズの把握や提言に努めます。 

 

 

第２節 介護給付適正化 

高齢者が増加していく中で、介護保険制度が信頼を得て、持続可能となるために

は、不適切な介護サービスの削減に努めながら、利用者に適切なサービスを提供し、

介護給付費や介護保険料の抑制に努めることが求められています。介護給付を必要

とする受給者を適切に認定した上で、受給者が必要とするサービスを事業者が適正

に提供するよう、介護給付の適正化を推進します。 

 



73 

１ 要支援・要介護認定の適正化 

介護認定調査は全国一律の方法によって行われる介護の手間の判断ですが、選択

基準に沿って客観的に判断できるよう、認定調査に従事する認定調査員が必要な研

修を受講できるよう努めます。また、調査結果の検証を行う等、適切な認定調査の実

施に向けた取り組みを行います。 

また、北海道と連携して、介護認定審査会委員の認定審査に関する知識の習得・向

上のための取り組みを実施し、介護認定審査会の公正性及び公平性の向上を図りま

す。 

 

２ ケアプランの点検 

平成 30 年４月から居宅介護支援事業所の指定権限が市町村に移譲されたことで、

自立支援に資する適切なケアマネジメントを保険者が確認し、利用者の状態に応じ

た適切なサービスの提供であるか、保険者が積極的に関わる必要があります。 

本町には直営の居宅介護支援事業所が１か所しかないため、外部評価を取り入れ

ながら介護支援専門員が作成するケアプラン（サービス利用計画）が適切なものとな

っているか点検を行い、ケアマネジメントの適正化を図ります。 

 

３ 住宅改修等の点検 

住宅改修に関する利用者自宅の実態調査や利用者の状態等の確認については、

書面での確認だけではなく保険者が介護支援専門員と同行して行うほか、福祉用

具に関する利用者における必要性の確認等を行います。 

 

４ 縦覧点検・医療情報との突合 

介護報酬の請求内容について、縦覧点検や医療情報との突合による整合性の確認

等を行います。 

 

５ 介護給付費通知 

サービス利用者に対してサービスに要した費用等を記載した通知書を送付し、適

正なサービス利用を呼びかけます。 
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第３節 計画の達成状況の点検と評価 

１ 取り組み目標 

高齢者の自立支援や重度化防止の取り組みを推進するためには、市町村が地域課

題を分析し、地域の実情に即して、取り組みに関する目標を計画に記載するととも

に、目標に対する実績評価及び評価結果を公表するよう努めることが定められてい

ることから、陸別町での取り組み結果を評価するための項目及び目標値を下記のと

おり設定しました。 

なお、この評価を陸別町地域包括ケアシステム推進会議へ報告し事業計画及び事

業の円滑な運営を推進していきます。 

■自立支援、介護予防・重度化防止、介護給付費等の適正化■ 

指標名 
現状値 

（令和元年度） 
目標値 

（令和５年度） 

① 要介護認定等の状況 
（第１号被保険者に占める 
要支援・要介護認定者の割合） 

16.8％ 15.0％ 

② 後期高齢者検診受診率 19.59％ 前年度より増加 

③ 自立支援型ケア会議の 
開催回数 

2 回 7回 

④ ケアプラン点検数 0 回 4回 

■介護保険法第 117条第７項、第８項■ 

第 117 条 市町村は、基本指針に即して、３年を１期とする当該市町村が行う介護保険

事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」とい

う。）を定めるものとする。 

（省略） 

７ 市町村は、第２項第３号に規定する施策の実施状況及び同項第４号に規定する目標の

達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を

行うものとする。 

８ 市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に

報告するものとする。 
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２ 計画の実施状況の点検・評価 

計画に基づく施策を総合的・計画的に推進し、実効性を確保するには、計画の進行

状況の定期的なフォローアップが必要です。 

基本施策（第４章）に掲げる各事業は、庁内関係部局課に各年度の事業の実績・進

捗状況を点検し、課題の整理や改善への取り組みを行い、PDCA サイクルによる効

率的な施策の進行管理に努めます。 

 

３ 陸別町地域包括ケアシステム推進会議 

同会議を適宜開催し様々な立場の委員からの幅広い意見を基に、計画の達成状況

や給付実績等のモニタリングを行い、事業計画及び事業の円滑な運営を推進してい

きます。 

 

 



76 

第７章 資料編 

第１節 用語一覧

あ行 

○一般介護予防事業 

要支援者等も参加できる住民運

営の通いの場の充実等、すべての高

齢者が介護予防に取り組みやすい

環境づくりを進めるための事業。介

護予防把握事業、介護予防普及啓発

事業等。 

○医療・介護総合確保推進法 

正式名称は「地域における医療及

び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する

法律」。平成 26（2014）年６月 25 日

公布。高齢化が進む中で、医療・介

護提供体制の構築や、医療・介護を

対象とした新たな税制支援制度の

確立、地域包括ケアシステムの構築

などを行い、地域における医療と介

護の総合的な確保を推進するもの。 

か行 

○介護医療院 

増加が見込まれる慢性的な医療

的・介護ニーズへの対応のため、「日

常的な医学管理が必要な重介護者

の受入れ」や「看取り・ターミナル」

等の機能と、「生活施設」としての機

能を兼ね備えた、新たに創設された

介護保険施設。 

○介護給付 

介護給付は、要介護状態と認定さ

れた被保険者に提供される介護サ

ービス、介護に関わる費用の支給の

ことで、大別すると次の９種類。①

居宅介護サービス、②特例居宅介護

サービス、③居宅介護福祉用具購入、

④居宅介護住宅改修、⑤居宅介護サ

ービス計画、⑥特例居宅介護サービ

ス計画、⑦施設介護サービス、⑧特

例施設介護サービス、⑨高額介護サ

ービス。 

○介護支援専門員 

要介護者等からの相談に応じ、要

介護者等がその心身状態に応じた

適切なサービスを利用できるよう、

各種サービス事業を行う者等との

連絡調整を行う者であって、要介護

者等が自立した日常生活を営むに

必要な援助に関する専門的知識・技

術を有する者として、介護支援専門

員証の交付を受けた者。（ケアマネ

ジャーという。） 

○介護相談員 

介護サービスの提供の場を訪問

し、サービス利用者等の話を聞き、

相談に応じる等の活動を行う人。サ

ービス事業所等への介護相談員派

遣等事業を行う市町村に登録され

ている。利用者の疑問や不満、不安

の解消を図るとともに、派遣を受け

た事業所における介護サービスの

質的な向上を図り、苦情に至る事態

を未然に防止する。 
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○介護付き有料老人ホーム 

特定施設入居者生活介護（または

地域密着型特定施設入居者生活介

護）の指定を受けている有料老人ホ

ーム。介護保険サービスとして有料

老人ホームのサービスが受けられ

る。 

○介護予防・生活支援サービス事業 

市町村が主体となって実施する

地域支援事業の１つ。要支援者等に

対し、訪問型サービス、通所型サー

ビス、その他の生活支援サービス等

を行う。 

○介護予防・日常生活支援総合事業 

市町村の判断で利用者の状態・意

向を踏まえ、介護予防、生活支援（配

食・見守り等）、社会参加も含めて総

合的で多様なサービスを提供する

事業。 

○機能訓練 

疾病や負傷等により心身の機能

が低下している人に対し、その維持

回復を図り、日常生活の自立を助け

るために行われる訓練のこと。訓練

の内容としては、歩行、起き上がり

等の基本動作の訓練、レクリエーシ

ョン等（社会的機能訓練）がある。 

○共生型サービス 

障害福祉サービス事業所等であ

れば介護保険事業所としての指定

を受けやすくする特例を設けるこ

とにより、高齢者と障がい者が同一

の事業所でサービスを受けやすく

し、障がい者が高齢者になった場合

になじみの事業所を利用し続けら

れるようにする仕組み。 

○居宅介護支援事業所 

ケアマネジャー（介護支援専門員）

が常駐し、要介護者や家族の依頼を

受けて、要介護者の心身の状況、環

境、希望等を考慮してケアプラン

（居宅サービス計画）の作成やその

他の介護に関する相談を行う。 

○ケアプラン 

要介護認定者等が介護サービス

を適切に利用できるよう、心身の状

況、生活環境等を勘案し、サービス

の種類・内容・担当者等を定めた計

画。 

○ケアマネジメント 

介護保険制度において、個々人の

多様な要求に対応し、各種サービス

を調整して適切で効果的なサービ

スを提供すること。ケアマネジメン

トの従事者をケアマネジャー（介護

支援専門員）と呼ぶ。 

○軽費老人ホーム 

低額な料金で高齢者を入所させ、

食事の提供その他日常生活上必要

な便宜を供与することを目的とす

る老人福祉法に位置づけられた施

設。 

特定施設入居者生活介護（または

地域密着型特定施設入居者生活介

護）の指定を受けると介護保険サー

ビスとして軽費老人ホームのサー

ビスが受けられる。 

○健康寿命 

日常的に介護を必要としないで、

自立した生活ができる生存期間の

こと。 
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○言語聴覚士 

音声障害・失語症などの言語障害、

聴覚障害のある人の検査・指導・訓

練などを担当する専門職。 

○高額介護サービス費 

要介護者が居宅サービスと施設

サービスに対して支払った自己負

担額が、一定の限度額を超えた時に、

超えた分が介護保険から払い戻さ

れる。ただし、この自己負担額には

日常生活費や施設における食費、居

住費は含まれない。 

○高齢化率 

65 歳以上の高齢者人口が総人口

に占める割合のこと。 

○高齢者虐待 

高齢者の心身に傷を負わせる人

権侵害の行為を意味する。殴る蹴る

などの身体的虐待、ののしる、無視

するなどの心理的虐待、食事を与え

ないなどの介護や世話の放棄・放任、

財産を勝手に使うなどの経済的虐

待、性的虐待がある。 

さ行 

サービス付き高齢者向け住宅 

国土交通省・厚生労働省が所管す

る「高齢者の居住の安定確保に関す

る法律（いわゆる「高齢者住まい

法」）」にて位置づけられた高齢者向

けの住宅。バリアフリー構造等を有

し、介護・医療と連携して生活を支

援するサービスを提供する高齢者

向けの民間賃貸住宅。 

○シニアクラブ 

地域の高齢者が交流を深め、有意

義な生活を送るために自主的に組

織した団体でボランティア、スポー

ツ、趣味などのクラブ活動を通じて、

生きがいや健康づくりを行う。 

○住所地特例 

住所地以外の市区町村に所在す

る介護保険施設等に入所等をした

場合、住所を移す前の市区町村が引

き続き保険者となる特例措置。 

○住宅型有料老人ホーム 

特定施設入居者生活介護等の指

定を受けていない有料老人ホーム。

介護保険サービスが必要な時は、訪

問介護など外部の介護保険サービ

スを利用する。 

○生活機能 

歩行、食事、排泄、入浴及び着脱

衣などの日常生活を独力で営む能

力のこと。 

○生活支援コーディネーター 

高齢者の生活支援・介護予防サー

ビスの体制整備を推進していくこ

とを目的に、地域において、生活支

援・介護予防サービスの提供体制の

構築に向けたコーディネート機能

を果たす者。 

○生活習慣病 

長年の食事、運動、飲酒、喫煙等

の生活習慣の積み重ねで起因する

病気の総称。高脂血症、高血圧、糖

尿病、心臓病、骨粗鬆症などが挙げ

られる。 
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○成年後見制度 

民法に規定されている制度で、認

知症高齢者、知的障がい者、精神障

がい者など判断能力の不十分な方

が、財産管理や身上監護についての

契約などの法律行為について自己

決定を行う際に一定の支援を必要

とする場合に、その人らしく暮らし

ていくことができるよう保護し支

援する制度。 

○成年後見制度利用促進基本計画 

成年後見制度の利用の促進に関

する法律第 12 条第１項に基づき、

成年後見制度の利用の促進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進

を図るために策定する計画。市町村

は、国の基本計画を勘案し、当該市

町村の区域における成年後見制度

の利用の促進に関する施策につい

ての基本的な計画を定めるよう努

めるものとされている。 

た行 

○第１号被保険者 

市町村の住民のうち 65 歳以上の

者。第１号被保険者の保険料は、市

町村ごとに定める所得段階別の保

険料を年金天引き等により納付す

る。日常生活において介護を要する

要介護状態、日常生活において支障

のある要支援状態になった時は、市

町村の認定を経て介護保険のサー

ビスが受けられる。 

○第２号被保険者 

市町村の住民のうち 40 歳以上 65

歳未満の医療保険加入者。第２号被

保険者の保険料は、各医療保険者が

医療保険料として徴収して一括し

て納付する。医療保険加入者は、次

の医療保険各法による被保険者、被

扶養者となる。健康保険法／船員保

険法／国民健康保険法／国家公務

員共済組合法／地方公務員等共済

組合法／私立学校教職員共済法 

なお、第２号被保険者のうち特定

疾病のため要介護状態・要支援状態

となった者については、市町村の認

定を経て介護保険のサービスが受

けられる。 

○団塊の世代 

第二次大戦後、第一次ベビーブー

ムの昭和22（1947）年～昭和24（1949）

年に生まれた世代。（この世代を中

心に幅を持たせた言い方もされる

ことがある。） 

○地域共生社会 

制度・分野ごとの縦割りや支え

手・受け手という関係を超えて、地

域住民や地域の多様な主体が参画

し、人と人、人と資源が世代や分野

を超えつながることで、住民一人ひ

とりの暮らしと生きがい、地域をと

もにつくっていく社会。 

○地域ケア会議 

医療、介護、福祉等の多職種が協

働して、高齢者個人に対する支援の

充実や高齢者に対する支援とそれ

を支える社会基盤の整備を同時に

進めるための会議。 

○地域支援事業 

介護保険制度において、被保険者

が要介護状態や要支援状態となる

ことを予防するとともに、要介護状
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態等となった場合においても、可能

な限り、地域において自立した日常

生活を営むことができるよう支援

するため、市区町村が行う事業。「介

護予防・日常生活支援総合事業」「包

括的支援事業」「任意事業」からなる。 

○地域包括ケアシステム 

高齢者が重度な要介護状態にな

っても住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の最後まで続ける

ことができるよう、医療・介護・予

防・住まい・生活支援が、一体的に

受けられる支援体制のこと。団塊の

世代が75歳を超える令和７（2025）

年を目途に、構築が進められる。 

○地域包括支援センター 

地域における高齢者の心身の健

康保持や生活の安定のために必要

な援助を行うことを目的として設

けられた機関。主な業務は、介護予

防ケアマネジメント業務、総合相談

支援業務、権利擁護業務、包括的・

継続的ケアマネジメント支援業務、

指定介護予防支援（要支援者に対す

る介護予防支援）などで、保健師、

社会福祉士、主任介護支援専門員等

の専門職が配置されている。 

○地域密着型サービス 

平成 18（2006）年４月の介護保険

制度の改正により新たに創設され

たサービス体系。要介護者が住み慣

れた地域で暮らし続けられるよう

に、身近な市町村で提供されるサー

ビス。小規模多機能型居宅介護など

があり、原則当該市町村に居住する

市民が利用可能。 

○調整交付金 

国が市町村に交付する資金で、介

護給付と予防給付に要する費用の

100 分の５。その額は、①要介護等

発現率の高い後期高齢者の加入割

合の相違、②第１号被保険者の負担

能力の相違、③災害時の保険料減免

等の特殊な場合などを考慮して政

令で定められる。 

○チームオレンジ 

認知症サポーターが正しい理解

を得たことを契機に自主的に行っ

てきた活動をさらに一歩前進させ、

地域で暮らす認知症の人や家族の

支援ニーズと認知症サポーターを

結び付けるための具体的活動。チー

ムメンバーは、ステップアップ講座

の受講修了が必要。 

○特定健康診査 

40 歳以上 75 歳未満の人に対して

メタボリックシンドローム（内臓脂

肪症候群）の早期発見を目的として

医療保険者が行う健康診査。 

○特定保健指導 

特定健康診査によりメタボリッ

クシンドローム、あるいはその予備

群であることが判明した人に対し

て、医師・保健師・管理栄養士等が

実践的なアドバイスを行う保健指

導をいう。 

な行 

○日常生活圏域 

高齢者が住み慣れた地域で適切

なサービスを受けながら生活を継

続できるように、地理的条件・人口・
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交通事情その他の社会的条件、介護

給付等対象サービスを提供するた

めの施設の整備状況などを総合的

に勘案し、地域の特性に応じて市町

村内を区分したもの。 

○任意事業 

市区町村が地域の実情に応じて

独自に実施する事業のこと。介護す

る家族を支援する事業や認知症高

齢者の見守り事業などが挙げられ

る。 

○認知症地域支援推進員 

地域の実情に応じて、医療機関、

介護サービス事業所や地域の支援

機関をつなぐ連携支援や、認知症の

方やその家族を支援する相談業務

等を行う者で、国が定める研修を受

講した者。 

○認知症サポーター 

認知症を正しく理解し、認知症の

方やその家族を自分のできる範囲

であたたかく見守り支えていくボ

ランティア。「認知症サポーター養

成講座」を受講した人を「認知症サ

ポーター」と称する。 

は行 

○バリアフリー 

障がい者を含む高齢者等の社会

的弱者が、社会生活に参加する上で

生活の支障となる物理的な障がい

や、精神的な障壁を取り除くための

施策、もしくは具体的に障がいを取

り除いた事物及び状態を指す。 

○福祉避難所 

災害に伴い応急的に保護する者

のうち、高齢者、障がい者、妊産婦、

乳幼児など一般的な避難所では生

活に支障を来すため、避難所におい

て何らかの特別な配慮ができるよ

うに設置する施設。 

○包括的支援事業 

地域支援事業のうち、地域包括支

援センターの運営、在宅医療・介護

連携の推進、認知症施策の推進等。 

ま行 

○民生委員・児童委員 

民生委員法に基づき、厚生労働大

臣から委嘱され、地域の人々の福祉

に関する問題（生活上の問題、高齢

者・障害者福祉等福祉全般）につい

ての相談を受ける人。児童福祉法に

よる児童委員も兼ねており、児童の

福祉に関する相談にも応じている。 

や行 

○有料老人ホーム 

高齢者を入居させ、「入浴、排泄ま

たは食事の介護」「食事の提供」「洗

濯、掃除等の家事」「健康管理」のい

ずれか１つ以上を提供する老人福

祉法に位置づけられた施設。 

○要介護者 

①要介護状態にある 65 歳以上の

者、②要介護状態にある 40 歳以上

65 歳未満の者で、その原因である身

体または精神上の障がいが、加齢に

伴って生じる心身の変化に起因す

る初老期における認知症等の特定
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疾病によって生じたものであるも

の。 

○要介護認定 

要支援１・２、要介護１～５の７

段階にどの程度の介護を必要とし

ているかをランク分けしたもの。訪

問調査の結果をコンピュータで判

断する一次判定と、主治医の意見書

を加えて医療や福祉の専門家が判

断する二次判定の結果によって決

定される。 

○養護者 

高齢者を現に養護する者であっ

て養介護施設従事者等以外の者。 

○養護老人ホーム 

老人福祉法に基づく老人福祉施

設の１つ。常時介護の必要はないが、

環境上及び経済的な理由などから

居宅において養護を受けることが

困難な 65 歳以上の高齢者を養護す

るための施設。 

○要支援者 

①要支援状態にある 65 歳以上の

者、②要支援状態にある 40 歳以上

65 歳未満の者で、その原因である身

体または精神上の障がいが、特定疾

病によって生じたもの。 

○予防給付 

予防給付は、要支援状態と認定さ

れた被保険者に提供される介護サ

ービスのことで、大別すると次の７

種類。①居宅介護予防サービス、②

特例居宅介護予防サービス、③介護

予防福祉用具購入、④介護予防住宅

改修、⑤居宅介護予防サービス計画、

⑥特例居宅介護予防サービス計画、

⑦高額介護予防サービス。 
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